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　嘉永２年（1849）刊。羽子板に絵を描き
製作している女性。羽子板は観賞用の豪華な
ものと、実際に突き合う用の簡素なものが
あった。観賞用のものは押し羽子板と呼ばれ、
役者の似顔絵や日本舞踊をかたどった華やか
な柄が多くあり、正月飾りとして座敷に飾ら
れた。色の布に綿を入れて膨らみをもたせた
押し絵の接着には、お米を研いだ糊を使って
いたため、羽子板をネズミにかじられないよ
うネコが飼われていた。

「花盛士農工商 羽子板師」
作者：二代歌川国貞

今号の表紙
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新妻秀規参議院議員

山田雅雄
中部ウォータークラブ理事長

玉井得雄
関西ウォータークラブ理事長

足立敏之参議院議員 中田宏参議院議員

筧正人
名古屋市上下水道局建設部長

谷川友彦
大阪市水道事業管理者

大口善徳衆議院議員

北尾裕一水団連会長

横山信一参議院議員関係者約870人が参加し意見を交わした

約440人が集まった名古屋会場 約460人が集まった大阪会場

務台俊介衆議院議員

武見敬三厚生労働大臣

岩田和親衆議院議員

中野英幸衆議院議員

盛山正仁文部科学大臣

古屋範子衆議院議員

令和６年
新年名刺交換会新年名刺交換会

名古屋 大　阪

　上・工・下水道関係５団体（日本水道協会、日本下水道
協会、日本工業用水協会、全国簡易水道協議会、日本水道
工業団体連合会）共催の新年名刺交換会が、１月９日に東
京都内、11日に名古屋市内と大阪市内で開催されました。

　会場には武見敬三厚生労働大臣や盛山正仁文部科学大臣
をはじめ国会議員も駆け付け、令和６年能登半島地震による
被災者の救援等が行われていることを鑑み、被災者への哀悼、
救助活動及び復興支援に向けての意見交換の場としました。
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150の企業や
団体が出展

日本水道協会全国会議
（第103回総会・水道研究発表会）

’23東京水道展を開催　
基盤強化で構築する水道事業の確かな未来

会場には多数の来賓が訪れ、最新の技術・製品等を熱心に視察した。

　令和５年10月18日～20日の３日間、東京ビッグサイトの西展示棟３・４ホールで第55回東京水道
展を開催した（主催＝当連合会）。44年ぶりとなる東京での開催は盛況を博し、来場者数は史上最高
の12,350名となった。

全国から産官学の水道関係者
約3,000人が一堂に集結

こやり隆史国土交通大臣政務官 名倉良雄水道課長㊨ 松原誠下水道部長㊧

オープニングセレモニー

昼食会場では東京都がブース展示
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IWA・ASPIRE会議

オープニングセレモニー

共同議長のあいさつ

ジャパンパビリオンのオープンに
モレンコフIWA会長中央㊨、
リー台湾自来水公司会長中央㊧も

台湾の共同出展ブース 次回開催地のIWAニュージーランド会長に
開催地の証を引継いだ

歓迎のパフォーマンス

　第９回アジア・太平洋地域会議・展示会（IWA-ASPIRE）
が10月22日から26日までの５日間、台湾（高雄マリオッ
トホテル）で開催された。36の国と地域から約2,000人の
水関係者が集結。「スマートシティに向けた統合的水資源管
理（One Water for Smart Cities）」をメインテーマに、

各国の専門家による基調講演をはじめ、348件の口頭発表
による各セッション、153件のポスター発表などが行われ
た。展示会場でも37のブースが設置され、各国・各企業が
最新の水技術をアピールした。
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を支えた施設を訪ねて水シリーズ
（本文34頁）

今福浄水場ポンプ室外観（栃木県足利市）
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東京水道展の報告と神戸水道展について

第174回広報宣伝委員会� （12月６日）

各種委員会を開催

大口善徳会長（中央）に要望書を渡した 横山信一幹事長（左）

歓送会に出席する５人の研修生坂本弘道元顧問直筆の新年ご挨拶
（事務所入り口）

　５名の研修生が
研修を終えたこと
を記念し、12月15
日に水団連主催の
フェアウェルパー
ティーを開催した。

　11月15日、 公
明党上水道・簡易
水道整備促進議員
懇話会に参加し、
令和6年度政府予
算への要望を説明
した。

JICA研修フェアウェルパーティー

公明党上水道・簡易水道整備促進議員懇話会
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官民の下水道事業支援に向けた
（公社）日本下水道協会の取り組み

　公益社団法人日本下水道協会会長を務めさせていただいております、熊本市長の大西
一史でございます。（一社）日本水道工業団体連合会会員の皆様におかれましては、日
頃から本会の活動にご理解とご賛同をいただきましてありがとうございます。
　本会は「下水道に関する調査研究を行うとともに、その急速な普及と健全な発達を図
り、公共用水域の水質保全に資し、もって国民生活の向上に寄与する」ことを目的とし
て1964年に設立されました。
　我が国の下水道処理人口普及率は令和４年度末で81.0％となっておりますが、下水道
事業の主軸が「建設からマネジメント」へと移り変わる中、激甚化する自然災害に備え
た施設の強靱化や脱炭素社会の実現、汚泥の有効利用をはじめとした循環型社会構築へ
の貢献、DXへの対応など下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
　一方、地方公共団体においては、職員の減少による執行体制の脆弱化や人口減少によ
る使用料収入の減少、電力料金をはじめとする資材価格の高騰等、厳しい経営環境となっ
ており、これまで以上に官民連携や広域化・共同化の推進による効率的な事業運営が求
められています。
　このような中、本会では、令和４年に「日本下水道協会中期計画2022」を策定し、「下
水道事業を促進し、さらに進化・成熟化させることにより持続可能な社会構築に貢献す
ること」という基本理念の下、果たすべき役割を「シンクタンク」、「スポークスマン」、
「ナレッジセンター」と定め、地方公共団体や民間企業等の事業支援、官民連携の推進
等に関する事業を実施しています。
　まず、「シンクタンク」としては、マネジメント時代の下水道に求められるナレッジ
の創出を目指して、経営や技術に関する調査研究を実施し、ニーズに即した様々な手引
きや指針類等を作成するとともに、「下水道GX促進調査専門委員会」を設置し、地方公
共団体における脱炭素化等の推進の支援に向けた検討と情報提供を行っています。
　次に、「スポークスマン」としては、戦略的な情報発信・政策提言を目指し、予算の
確保や新たな制度創設等に関する政策を国会議員や関係省庁に提言するなど、下水道事
業のPRに努めています。
　最後に、「ナレッジセンター」としては、ナレッジを活用した課題解決、人材育成を
目指し、「下水道共通プラットフォーム」の運用や「下水道展」を開催しています。
　本会としましては、引き続き、「日本下水道協会中期計画2022」に掲げる「下水道事
業の進化と持続」のため、全力で取り組んでまいりますので、会員の皆様には、本会の
活動に対し、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

公益社団法人日本下水道協会
会長　大西　一史
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東京水道展の結果報告

東京水道展に多くの方に来訪いただき、ありがとうございました。
東京水道展の結果を報告します。

2023東京水道展 出展状況　　出展 150 企業・団体、127 ブース

主な来訪者
東京都 小池百合子都知事、黒沼副知事、西山局長
政務三役 こやり隆史国交大臣政務官
国会議員（衆）  務台俊介議員、古屋範子議員、⻆田秀穂議員、 

渡辺博道議員、中野英幸議員
国会議員（参） 横山信一議員
政府関係者 松原誠下水道部長、名倉良雄水道課長他

2024神戸水道展　開催概要　
時　期 2024年10月９日（水）～ 11日（金）
場　所 神戸国際展示場　第１、２、３号館
住　所 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目11番1

2023東京水道展　来場者内訳
（2023年10月18日～ 20日） （人）

水道展
来場者内訳
10月18日～

20日

全国会議登録者
来場者数

一般
来場者数

一般来場者内訳
合　計

自治体 水道関連企業 一般・学生他

2,993 9,357 1,645 6,450 1,262 12,350

割合（％） 24.2% 75.8% 13.3% 52.2% 10.2% 100.0%

※来場者受付人数は、開催日ごとに名刺受付及び一般の記入受付をしていただいた人数を掲載しています。

自治体 水道関連企業 団体 公的機関 大学関係者 計
10月18日 1,086 3,019 108 33 542 4,788
10月19日 1,282 3,258 94 26 395 5,055
10月20日 732 1,479 83 17 196 2,507

小　計 3,100 7,756 285 76 1,133 12,350
割合（％） 25.1% 62.8% 2.3% 0.6% 9.2% 100%
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年男の年頭抱負

　新年明けましておめでとうございます。
　私は2024年３月に東洋大学を退職し、教育・
研究活動を終えます。この機会に、節目の辰
年の発表論文を見る形で、これまでの研究の
成果を振り返ってみたいと思います。このよ
うな長い間隔でものごとを振り返る機会はあ
まりありません。しかし、それも面白いと思
い、調べてみました。
　成人後の初の年男の年は1976年でした。当時、
私は大学院生で、実際の下水汚泥を用いて行っ
た嫌気性消化の実験の結果を、第13回下水道
研究発表会で発表しています。これは私の初め
ての学会発表で、記念すべき経験でした。
　次の辰年は1988年。この年には、上向流の
ろ床で脱窒を行わせた研究成果をバンコクで
開かれた国際水協会（当時はIAWPRC）の
アジア会議で発表しています。これは、
1985-87年の間勤務していたバンコク・アジ
ア工科大学院（AIT）で大学院生が行った実
験研究の成果なので、日本に帰国後、バンコ
クに「里帰り」して発表をしたのでした。
　2000年、温室効果ガスである亜酸化窒素が

どの程度実下水の処理で発生するかを調べた
研究成果を水環境学会誌に論文として出しま
した。これは東京都芝浦水再生センター内に
設置した実験施設で、実下水を使って硝化脱
窒運転を行って連続測定した結果をまとめた
ものでした。
　2012年には、費用と環境負荷の面から流域
内の多数の浄水場と下水処理場の再構成を図
るという大学院生の研究を報告しています。こ
の頃は、上下水道に限らず都市のさまざまな施
設の環境負荷を解析する研究をしていました。
　2024年はこれから始まるので、代わりに
2022年の成果を挙げると、下水管内のTVカ
メラ映像解析への機械学習の適用を土木学会
の環境工学研究フォーラムで発表しました。
これは東洋大学の大学院生でもあった下水道
機構の職員の研究です。
　これらを見ると、それぞれの時に自分が置
かれていた状況が甦ってきます。辰年生まれ
以外の皆様も振り返ってごらんになってはい
かがでしょうか。本年が良い年になることを
祈念しております。

12×ｎ年前を振り返る

　新年あけましておめでとうございます。
　2024 年は十干が「甲（きのえ）」、十二支が「辰」の年にあたるので、干支は「甲辰（き
のえたつ）」となります。
　「甲」は十干の最初に出てくるもので、優勢であることを表す他、物事に対して耐え
忍ぶ状態、その先にある成長などを表す文字です。また、「辰」は十二支の中では唯
一の架空の生き物、龍（竜）を意味し、こちらも元は「振」から文字をあてられたも
ので、万物が成長し動きが盛んになる様子を象徴するものです。総じて「甲辰」は、
上昇し勢いを増しながら成長していき、姿を整えていく年になると言われています。
水道行政移管を控えた今年はどのような１年となるのでしょうか。
　さて、本誌では新年の恒例となります、上下水道界で年男を迎えられた方々に、新
年の抱負をご執筆いただいております。皆様どのような抱負をお持ちなのでしょうか。

東洋大学教授・東京大学名誉教授　花木　啓祐

7

年男の年頭抱負
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　新年あけましておめでとうございます。
　日本水道工業団体連合会及び会員の皆様に
は、日頃から東京都の水道事業に御理解と御
協力を賜り、誠にありがとうございます。
　昨年10月の「2023東京水道展」には、約
１万2,000名もの方が来場され、大変盛況で
あったと存じます。私も初めて会場を拝見し、
皆様の創意工夫や確かな技術力を目の当たり
にするとともに、活気と熱気を直接肌で感じ
ました。日本水道協会全国会議と併せて、こ
うした産・学・公が一堂に会して顔の見える
関係を構築できるのは、大変意義のある大切
な取組だと思います。当局としても、皆様と
ともに日本の水道の更なる発展に貢献してい
きたいと思います。
　さて、都の水道事業は、コロナ禍による料
金の減収から回復途上であることに加え、電
気料金や資材費の高騰が続くなど、厳しい事
業環境にあります。また今後、令和12年をピー
クに人口減少に転じ、料金収入や労働力人口
が減少していく中で、高度経済成長期に整備
した浄水場が順次更新時期を迎えるなど、大
きな転換点にあります。そうしたとき、将来
をしっかりと見据えた上で、事業を取り巻く

環境の変化にも適応しながら、着実に取組を
進めていくことが、これまで以上に重要にな
ると考えています。
　特に浄水場の更新は、予防保全型管理によ
る施設の長寿命化と更新の平準化を図ること
で、約90年という長期に及ぶものとなります。
将来の水道需要の動向等も考慮に入れ、計画
的に進めていかなければなりません。
　また、コロナ禍を契機に、デジタル化を始
め様々な変化が加速し、時代の流れが速く
なってきているように感じています。社会の
動向やお客さまニーズを的確に捉え、新しい
技術やサービスを時機を逸することなく機動
的に取り入れることで、お客さまの信頼感の
向上と業務の効率化を進めていきたいと考え
ています。
　水道は、都民生活と都市活動を支える最も
重要な基幹ライフラインです。東京水道グ
ループの総力を挙げて、将来を見据えながら
目の前の一つひとつの課題に丁寧に取り組
み、事業を着実にレベルアップさせ、持続可
能な水道として次世代に引き継いでいきたい
と思います。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

将来を見据えて、柔軟に、着実に

東京都公営企業管理者　水道局長　西山　智之
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　令和６年の新春を迎え、日本水道工業団体
連合会の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。株式会社デック代表取締役社長の川
口と申します。弊社は創業が1961年、横浜に
本社を置き、北海道、名古屋、東京に営業所
を構える、水道工事の施工管理会社です。特
に溶接工事を得意とし、水管橋や鋼管工事、
管路更新工法であるSDF工法やPiP工法の施
工、漏水修繕工事にも力を入れています。
　さて、令和６年という新たな時代の幕開け
です。弊社は、この新たな時代を、「人と地
球に優しい環境づくり」という経営理念の元、
より良い未来を創造する会社として歩んでい
きたいと考えています。弊社の今期の強調実
践事項は「多様性の追求　常識を覆せ」です。
　これからの世の中、多様性の追求が不可欠
であると考えています。多様性とは、性別、
年齢、国籍、価値観など、あらゆる違いを認
め、尊重することです。多様性を追求するこ
とで、異なる視点や考え方を受け入れること
ができるようになります。そして、それによっ
て、これまでにない新しいアイデアや価値を

生み出すことができるようになります。弊社
は多様性を追求するために、「女性の活躍推
進」「外国人材の活用」「働き方改革」の３つ
の取り組みを進めていきます。これらの取り
組みを通じて、多様性を受け入れ、尊重する
企業風土を醸成していきます。
　また、「常識を覆す」取り組みも進めてい
きます。「常識を覆す」ためには、常に挑戦
し続ける姿勢が重要です。弊社は、これまで
にも、新しい技術や工法の導入など、さまざ
まな挑戦を行ってまいりました。今年も、ド
ローンを使った調査や解析、AIなどの先進
技術を導入し、新たな挑戦を続けていくこと
で、限界を突破し、さらなる成長を目指して
いきます。
　これらの取り組みを通じて、水道工事の施
工管理のリーディングカンパニーを目指し
て、日々精進していきたいと思っています。
　結びとなりますが、今年の皆様の益々のご
発展とより一層のご多幸を祈念申し上げ、新
年のご挨拶とさせていただきます。

多様性の追求
～常識を覆せ～

株式会社デック　代表取締役社長　川口　一成
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新春

新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、新春を健やかにお

迎えのこととお喜び申し上げます。2024年は
十干では「甲」、十二支では「辰」にあたるため、
「甲辰（きのえたつ）」の年となります。甲辰
の年は、変革（転機）の年と言われ、新しい
事を始めて成功する、いままで準備してきた
ことが形になるなど、縁起の良い年と考えら
れています。水道界では本年４月に、水道整備・
管理行政が、厚生労働省から国土交通省に移
管されますので、どのような良い影響がもた
らされるのかを期待しているところです。
さて、昨年は1923年に発生した関東大震災
から100年にあたり、改めて地震対策の必要性
を考える機会となりました。関東大震災後も、
1944年の東南海地震、1946年の南海地震、
1995年の阪神・淡路大震災、2003年の十勝沖
地震、2011年の東日本大震災など数多くの巨
大地震に見舞われてきました。特に1944年の
東南海地震では、本県半田市を始め多くの市
町村で甚大な被害が発生したと言われている
ものの、太平洋戦争中で報道が規制されてい
たため、被害の詳細は明らかになっていません。
本県における地震防災啓発は、1978年に大
規模地震対策特別措置法が制定されたことに
始まります。当時、法に基づく地震防災対策
強化地域の指定を受けていたのは新城市だけ
でしたが、「東海地震が明日にも来るかもし
れない。防災に努めましょう」といった啓発
に努めていた市町村もありました。現在は、
県内全域が南海トラフ地震の地震防災対策推

進地域に指定されていますので、地震対策は
喫緊の課題となっています。
県営水道・工業用水道における地震対策は、

阪神・淡路大震災を教訓として、1997年度か
ら水管橋の耐震補強工事などに取り組み始め
たことからスタートします。2002年には地震防
災対策強化地域の指定が大幅に拡大されたこ
とを受け、従来の取組をより実効性のあるもの
へと見直し、2003年１月に「地震防災対策実
施計画」を策定しました。その後、社会情勢
の変化を踏まえた見直しを行い、現在は計画
期間を2030年度までとして取組を進めています。
この計画において水道は「１週間程度での
応急給水、２週間以内の平常給水」を、工業
用水道は「４週間以内の平常給水」を目標に
掲げ、浄水場構造物や事務所等建築物の耐震
補強、停電対策として自家発電設備の整備な
どハード対策を進めるとともに、災害時の組
織体制や職員の動員など防災体制の強化、地
域ごとに受水団体と連携した地震防災訓練の
実施などソフト対策にも注力しています。
地震対策に取り組み始めてから四半世紀が
過ぎました。この間、幸いにして本県では巨
大地震による被害は発生していませんが、今
後、南海トラフ巨大地震による甚大な被害の
発生が危惧されていますので、地震対策を着
実に進め、2030年度までに完了できるよう危
機感を持って取り組んでいきたいと思います。
最後に、日本水道工業団体連合会の益々の
御発展と、会員の皆様の御健勝を祈念申し上
げ、新年の挨拶とさせていただきます。

地震対策の着実な推進

	 愛知県公営企業管理者
企業庁長　金田　学
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新春随想

新年、明けましておめでとうございます。
2024年の年頭にあたり、日本水道工業団体
連合会の皆様にとりまして素晴らしい新年を
迎えられたことを心よりお慶び申し上げます。
本市では、古くから下水道整備を行ってき
たことや、高度経済成長期の急速な普及促進
期に整備した施設の老朽化が進み、改築を要
する施設が増加しており、施設機能の維持は
継続して取り組むべき重要な課題でありま
す。また、今後の人口減少や少子高齢化の急
速な進行により、経営環境がより厳しくなる
中、経営改革を進めていくことで、機能維持
に加え、浸水対策、地震対策、都市環境保全
といった施策を推進し、質の高い下水道サー
ビスを将来にわたって安定的に提供していき
ます。
とりわけ浸水対策については、ゲリラ豪雨
や線状降水帯による被害の激甚化や将来の気
候変動による降雨量の増加への対応など、強
化が必要となっています。
一方、2050年カーボンニュートラルの実現
や、食糧安全保障の強化の観点から下水汚泥
の肥料利用拡大など、国策として様々な方針
が打ち出されています。
下水道事業は、環境施策の一面を持つ一方
で、処理の過程において多くのエネルギーを
必要とすることから、カーボンニュートラル

への取り組みは重要な意味を持つものと考え
ます。都市部においても、様々な主体と連携
し、まちづくりと一体となってカーボン
ニュートラルを実現していくべきだと考えて
います。
りんは肥料の必須の構成要素であります
が、日本はそのほとんどを輸入に頼っている
ことから、下水道におけるりん回収や利用を
戦略的に推進していくことは重要です。
さて、2025年４月に開催する大阪・関西万
博まで500日を切り、開催に向けた動きが一
層本格化していく中で、大阪・関西万博の開
催地である夢洲地区等の下水道整備も着実に
進めています。万博開催中は、国内外から多
くの方が訪れることになり、上下水道技術を
広く発信する絶好の機会ともなります。会期
中には万博会場近くのインテックス大阪で下
水道展を開催いただく方向で調整しており、
大阪・関西から大きなムーブメントが起こせ
るものと考えています。
今後も引き続き、将来を見通した課題を解
決することで、市民の安心と安全を確保しつ
つ、水環境を通して未来の大阪の成長につな
げていきたいと考えています。
最後に、皆様のご健勝とご多幸を心よりお
祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新たな社会的ニーズへの対応を

	 大阪市建設局長

　寺川　孝
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新春

新年あけましておめでとうございます。
令和６年の年頭にあたり、謹んで新春のご
挨拶を申し上げます。
さて、昨年はWHOによる新型コロナウイル

スの緊急事態宣言が約３年ぶりに解除されまし
た。財務省発表の経常収支では大幅黒字、株
価指数は33年ぶりの高値となり、海外からの観
光客による新幹線やホテルの混雑ぶりを目のあ
たりにして、ようやく経済が回り始めたと実感し
た年でした。また、８月に札幌で開催された下
水道展は30,450人、10月に東京で開催された水
道展では12,300人もの方が来場され、数年ぶり
に活気を取り戻したと感じることもできました。
一方で、上下水道業界は依然として人口減
少と財政ひっ迫、設備の老朽化、大規模自然
災害リスクなどの課題が山積していますが、
とりわけ「技術者不足」は急加速していると
感じます。地方公共団体における上水道事業
の職員数はピーク時の30年前に比べて約３割
も減少していると言われています。民間にお
いても人材確保は厳しく、求人倍率では機械・
電気のエンジニアで約５倍、さらには「2024
年問題」により労務費の高騰に拍車がかかり
ます。水団連の会員の皆様においても、影響
が出ているものと思われます。
そんな中、政府は上下水道事業の将来の在

り方について、コンセッション導入までの移行
期間として、広域化とともに管理・更新一体マ
ネジメント方式による「ウォーターPPP」の推
進を掲げています。民間企業としては創意工
夫の幅も広がり、DXの活用による省人化運転
の実現、脱炭素や農業利用技術などのイノベー

ション創出に期待がかかります。しかしながら、
民間に委ねればコストが大幅に縮減できると期
待をする自治体と、ビジネスベースで捉える民
間企業の認識にはまだまだギャップもありま
す。また、どのような運営方式にするかの議論
よりも先に、まず財源の確保が急務だと感じま
す。ちなみに世界の水道料金マップ（水道技
術研究センター）では、日本の水道料金は地
域差があるものの平均は1,560円（10㎥ /月）で
世界第３位の安さです。ニューヨークは3,890
円で日本の2.5倍、サンフランシスコは6,930円
で4.4倍です。世界一ともいえる日本の水質と
サービスを提供するには相応のコストがかかっ
ています。財源を確保するためには受益者の
負担増は避けられませんが、官民が知恵を絞
ることで負担を軽減することができるはずです。
当社は月島グループとJFEエンジニアリング

（株）の水事業を統合し、月島JFEアクアソ
リューション（株）として新たにスタート致し
ました。当社の先進的な官民連携として、新潟
県妙高市において上下水道とガス供給を一体
的に運営する複合ユーティリティ事業を進めて
います。このようなモデルが将来の公共インフ
ラの成功事例となることを目指していきます。
今年はいよいよ上下水道行政の一元化とい
う節目を迎えます。この素晴らしい日本の水
循環システムをどのように維持していくかに
ついて、水団連の要望活動を通して、会員の
皆様と一緒に考えてまいりたいと思います。
最後に、日本水道工業団体連合会の発展と
皆様のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、
新年の挨拶とさせていただきます。

“どうする” 2024年水事業

	 月島JFEアクアソリューション株式会社
代表取締役社長　鷹取　啓太
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新春随想

新年あけましておめでとうございます。令
和６年の年頭に当たり、謹んで新春のご挨拶
を申し上げます。
昨年６月に理事長に就任しましたが、７月

から８月にかけて日本水道協会の７つの地方
支部総会全てに出席し、その後も当協会のセ
ミナー等で全国各地を訪れる機会が多数あり
ました。また、10月に東京で開催された水道
展は活気あふれるものでしたが、当協会の展
示ブースにも多くの方々にお立ち寄りいただ
き、ありがたく思っております。これらの機会
を通して全国の水道関係者にお会いし、当協
会の役割の大きさと今後の活動の可能性を改
めて実感しております。
昨年は新型コロナウイルスの影響が落ち着

いてきたことから、当協会の活動も大半がコ
ロナ禍前の状況に戻り、水道事業体や各業界
の皆様とも活発な交流を図れるようになりま
した。協会セミナーや技術説明会等は原則対
面での開催とし、多くの皆様にご参加いただ
いております。
また、昨年は関東大震災から100年目という
節目に当たり、地震等の災害への対策が改め
て注目された年でもありましたが、その一方
で管路更新についてはなかなか進んでいない
のが実情です。当協会では、平成30年に立ち
上げた「管路更新を促進する工事イノベーショ
ン研究会」において、小規模簡易DBの多くの
モデル事業を実施し、その研究成果を５月に
公表しましたが、各方面から関心を寄せてい
ただいております。今後も管路更新の促進を

図るため、設計・施工に加えて維持管理の視
点も取り入れながら、また管路システム全体
も視野に入れながら、引き続き検討を進めて
いきたいと考えておりますので、ご期待いた
だければと思います。
さて本年は、いよいよ４月から水道行政が
厚生労働省から国土交通省と環境省に移管さ
れますが、水道と下水道が連携し、河川行政
とも近くなることによって、水循環という大き
な視点とともに、事業推進のための予算や制
度面においても良い変化が現れるものと期待
しております。当協会としてもこのような変革
期において、官が持つ経験と民が持つ技術を
兼ね備えた団体として、また事業体とメーカー
のパイプ役として、存在感を高めていきたい
と考えております。
さらに水道界においては、DXの推進や
ウォーターPPPへの対応等、課題は多様化し
てきており、従来活動の延長線上では解決へ
の道筋をつけることはできなくなっておりま
す。そうした状況を踏まえ、当協会が注力し
ている管路更新の促進という課題解決を実現
するため、本年は協会活動の変革を図る年に
したいと考えております。また、それらの取り
組みは10月に開催される神戸水道展でも皆様
にご紹介したいと思います。皆様のより一層
のご支援を心からお願い申し上げます。
最後になりますが、日本水道工業団体連合
会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝と
ご多幸をお祈り申し上げて、新年のご挨拶と
いたします。

協会活動の変革を図る年に

	 （一社）日本ダクタイル鉄管協会
理事長　田村　聡志
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水団連　第158号 特集

第９回　IWA（国際水協会）- 
ASPIRE（アジア太平洋地域）会議・
展示会（高雄）報告

　2023年10月22日（日）～ 26日（木）の５
日間にわたり、台湾・高雄市で開催された第
９回IWA（国際水協会）-ASPIRE（アジア
太平洋地域）会議・展示会に参加した。
　IWA-ASPIREは、アジア太平洋地域の水
問題とその解決策について、産官学の専門家
が集結し、議論を深めることを目的として、
2005年の第１回（シンガポール）以来、ＩＷ
Ａ世界会議と交互に隔年で開催している。前
回2019年開催の香港に続き、2021年の開催を
予定していたが、新型コロナウイルスの感染
拡大により延期となったため、４年振りとな
る本会議の開催を、多くの関係者が待ち望ん
でいたことと思う。

会議・展示会概要と主な日程
会　　場：台湾・高雄マリオットホテル
会議テーマ：�「One�Water�for�Smart�Cities（ス

マートシティに向けた統合的水資
源管理）」

参加者数：�36か国・地域より約2,000名（う
ち会議登録者：約1,300人）

論文発表数：�29か国・総計501件（口頭発表
348、ポスター 153）

10月22日�（会議１日目）　ヤング・ウォ―ター・

（一社）日本水道工業団体連合会
専務理事　宮㟢　正信

プロフェッショナルフォーラム、
ウェルカム・レセプション

10月23日�（会議２日目）　開会式、基調講演、
口頭・ポスター発表

10月24日�（会議３日目）　基調講演、口頭・
ポスター発表、ガラディナー

10月25日�（会議４日目）　基調講演、口頭・
ポスター発表、閉会式

10月26日�（会議５日目）　技術視察（テクニ
カルツアー）

　会議テーマの“One�Water”とは、これまで
個別のシステムやプロセスにより管理されて
いた原水（河川水、地下水）、雨水、飲用水、
廃水などを循環する１つの“水資源”とみな
す新たな概念で、都市における持続可能な水
利用のあり方を示すものである。
　開催国の台湾においては、主力産業となっ
ている半導体の製造工程で大量に必要となる
水の確保に向け、国家プロジェクトとして再
生水プラントの整備が急ピッチで進められて
おり、来年度から水道整備・管理行政の移管
を控える日本としても、上下水道一体で取り
組むべき、大きなテーマであるといえる。ま
た、急速な都市化と人口の増加が見込まれる
一方、気候変動の影響により、近年渇水傾向
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第９回　IWA（国際水協会）-ASPIRE（アジア太平洋地域）会議・展示会（高雄）報告

が懸念されるアジア太平洋各国においては、
活発化する産業活動を支える水資源を効果的
に管理する手法として、水道スマートメー
ターの導入による検針の自動化や漏水検知、
データ分析などICTの実装による“Smart�
City”化が喫緊の課題であることからも、会
議テーマは正しく時宜を得たものであったと
思う。

１．開会式　
　冒頭、共同議長を務めるジャー・ヤン・リー・
台湾自来水公司会長とツァー・ファー・リン・
国立成功大学教授とともに、両氏の巨大な画
像が会場のスクリーンに現れ、歓迎のあいさ
つを述べる演出には驚かされたが、来場者に
AI大国・台湾を強く印象付けるものであった。
　続くトム・モレンコフIWA会長のあいさ
つでは、第２代IWA会長を務めた故・丹保
憲仁・北大名誉教授の功績にも触れ、最新の
マネジメント手法や技術を実装に近付けるた
めのプラットホームとしての会議の意義が強
調されたことは、私を含め日本の関係者に
とって非常に感慨深いものであった。
　開催地を代表し、チー・マイ・チェン高雄
市長は、水資源の多様化について、タン・ア
ン・ウー・台湾内務省事務次官は、国内にお
ける下水再生水プラントの整備状況につい

て、ジェン・ホン・イー・台湾環境省副大臣
は、河川の水質改善に向けた施策について、
メイ・ファー・ワン台湾経済部大臣は、半導
体産業に必要な水資源の確保について、現状
や課題を挙げた。

２．展示会
　メイン会場と隣接して設けられた展示会場
には、76団体による出展があった。
　開催地の台湾と並び、日本は共同ブース（ジャ
パン・パビリオン）を出展し、当連合会も含め
た14社・団体が、「Sustainable�Development�
with�Japan’s�Technology（持続可能な開発
に資する日本の技術）」をテーマにパネルや
模型などを展示した。また、併設したプレゼ
ンテーションスペースでは、出展者によるス
ピーチやビデオ上映が行われ、連日の盛況ぶ
りからは、地震や浸水など災害対策に有効な
製品や、ICTを活用した水運用や水質管理な
ど、技術・政策の両面で、日本に対する注目開会式

共同議長のあいさつ

トム・モレンコフIWA会長 チー・マイ・チェン高雄市長
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度の高さが伺えた。
　ジャパン・パビリオンの出展者は、東京都
水道局、東京都下水道局、東京水道、キッツ、
栗本鐵工所、コスモ工機、水研、大成機工、
日本ヴィクトリック、日本鋳鉄管、日本ニュー
ロン、日本下水道新技術機構、日本水道協会、
日本水道工業団体連合会。

３．基調講演、発表
　論文の発表総数501編（口頭発表348編、ポ
スター発表153編）のうち、国別では29か国
中で台湾の発表が最多の220編を占めた。日
本の発表は、台湾に次ぐ101編で、受賞者を
見ると、日本の大学に留学する外国人の学生
の活躍が目を引いた。
　連日行われた基調講演では、23日トム・モ
レンコフIWA会長による「水の国際行動の
10年（The�Decade�of�Action� in�Water）」、
シンガポールのNanyang�工科大学のシェー
ン・アレン・シュナイダー教授による「急速
に変化する気候変動状況における水の安全性

の確保」、デラウエア大学のチン・パオ・ハン
教授による「水質浄化のための応用技術の一
例」、24日松井佳彦・北海道大学名誉教授によ
る「水道水質基準における農薬と揮発性化合
物：化学物質複合の影響と間接暴露」、中国科
学院の陽明先生による「（中国における）飲料
水基準の設定とリスクアセスメント」、ジョー
ジア工科大学チン・フア・ハン教授の「水質
浄化のための代替酸化物質の研究」、25日韓国
大学のセ・カン教授による「海水淡水化の新
技術」、スタンフォード大学のウィリアム・ミッ
チ教授による「都市
における水の再生利
用」など、会議開催
趣旨に関連する幅広
い分野にわたる内容
となり大変参考に
なった。

４．技術視察（テクニカルツアー）
　最終日（25日）は、希望者を対象に技術視
察が行われた。下記の３つのルートがあり、
終日で高雄市内の上下水道関連施設などを見
学する行程となっている。
ルートＡ：�チェンチン（澄清）湖水処理施設、

リンハイ（臨海）水資源センター
ルートＢ：�ASE社、TSMC社の半導体製造工

場内の再生水プラント
ルートＣ：�南華ダム、水道博物館、専門研修

センター、台湾水道公社
　澄清湖水処理施設は、台湾政府と台湾水公
司により進められた高雄地区の水質改善プロ
ジェクトの一環で建設され、チャイナ・エコ
テック・スエズがＤＢＯ方式で整備を受託。

展示は連日盛況

14団体が出展した
ジャパンパビリオン

水団連の活動を紹介

日水協・山田さくら氏
のプレゼンテーション

松井教授
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2003年に完成し、台湾で初の高度浄水処理施
設を導入した浄水場となった。その後15年間
の受託期間を経て、2019年からは３年更新の
契約で引き続き同社が運営を担っている。
　施設能力は54万㎥／日で、台湾最高峰（標
高3,952ｍ）の玉山を源流とし、国内最大の
流域面積を有する高屏渓の河川水と、九曲堂
から汲み上げた地下水を水源とし、高雄市民
に供給している。高屏渓の水は大雨の際など
に濁度が上昇しやすいため、調整池の濁度
フェンスで濁質を沈めた後、高度浄水処理工
程に送っている。
　リンハイ（臨海）水資源センターは、2021
年の初めに高雄市の臨海工業団地にオープン
したばかりの新しい施設。廃水処理施設と水
再生プラントを併設する水処理施設として、
45億5,600万台湾ドル（約164億円）をかけて
整備された。台湾では、半導体産業の急成長
にともない工業用水の需要が増加する一方、
気候変動の影響による干ばつなどで、近年は
大規模な給水制限も行われており、水供給の
安定化のニーズが高まっていることを受け、
台湾政府は、「水リサイクルプロジェクト」の
第１弾として、2020年までに臨海水資源セン
ターを含む６つの水再生プラントの整備を進

めてきた。同センターでは、１日あたり５万
5,000ｔの生活排水と汚水を処理し、３万3,000
ｔの再生水を臨海工業団地に供給している。

５．次回（第10回）の開催について
　次回のＡＳＰＩＲＥの開催地は、ニュージー
ランド・オークランド市。「Engineering�for�
Nature-Based�solutions（自然に根差した課題
解決のための工学技術）」をテーマに、2025年
10月20日から23日の開催を予定している。
　閉会式では、マリオン・サヴィル・IWAニュー
ジーランド会長に、ツァー・ファー・リン・
国立成功大学教授とトム・モレンコフIWA会
長から、開催地の証である銀のプレートの引
継ぎが行われた。

臨海水資源センターの膜処理施設

澄清湖貯水池 高度処理施設

臨海水資源センター前で記念撮影

閉会式で開催地の証である銀のプレートの引継ぎが行われた
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水道整備・管理行政に関する
説明会について

１．はじめに
　厚生労働省では、令和６年４月１日の水道
整備・管理行政の国土交通省、環境省への移
管に向けて、都道府県水道行政担当部局、水
道業事者等を対象に定期的に水道整備・管理
行政に関する説明会を開催しています。
　本稿では、第１回から第３回までの説明会
の概要を紹介します。

２．説明会概要
　説明会は「Microsoft Teams」を用いた
WEB会議形式で実施しました。全国を２ブ
ロックに分け、各回、午前・午後の２回、同
じ内容で開催しました。対象は、都道府県水
道行政担当部（局）、水道事業者、水道用水
供給事業者等です。会議の日時、参加登録者
数及び議題は以下のとおりです。

第１回
　日時：令和５年８月１日
　参加登録者数：1,087
　議題：
　（１）水道整備・管理行政の移管について
　（２）官民連携の推進について
　（３）災害対応について
　（４）令和５年度予算執行について

第２回

　日時：令和５年９月13日
　参加登録者数：843
　議題：　
　（１） 令和６年度水道関連概算予算要求及

び組織定員要求
　（２）適切な資産管理
　（３）その他

第３回
　日時：令和５年11月22日
　参加登録者数：726
　議題：
　（１）環境・エネルギー対策について
　（２） 経済安全保障推進法（基幹インフラ

制度）について
　（３） これまでの説明会での質問に対する

回答

３．第１回説明会概要
（１）水道整備・管理行政の移管について
　令和４年９月２日新型コロナウイルス感染症
対策本部決定「新型コロナウイルス感染症に関
するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機
に備えるための対応の具体策」において、感染
症対応能力を強化するための厚生労働省の組織
の見直しとして、水道整備・管理行政が国土交
通省及び環境省に移管されることとされました。
　具体的には、現下の課題である、水道事業

厚生労働省　健康・生活衛生局　水道課
課長補佐　草川　祐介
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の経営基盤強化、老朽化や耐震化への対応、
災害発生時における早急な復旧支援、渇水へ
の対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、
層の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理
行政を一元的に担当することで、そのパ
フォーマンスの一層の向上を図ること、さら
に、環境省が、安全・安心に関する専門的な
能力・知見に基づき、水質基準の策定を担う
ほか、水質・衛生に関わる一部の業務につい
て、国土交通省の協議に応じるなど、必要な
協力を行うことで、国民の水道に対する安全・
安心をより高めることとされました。
　これに必要となる法律として、生活衛生等関
係行政の機能強化のための関係法律の整備に
関する法律案が国会に提出され、令和５年５月
19日に成立、令和５年５月26日に公布されました。

（２）官民連携の推進について
　PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年
改定版）において、ウォーター PPPの導入を
推進することとなりました。ウォーター PPP
とは官民連携手法の１つであり、公共施設等
運営事業（コンセッション）と管理・更新一
体マネジメント方式を総称したものです。①
長期契約（原則10年）、②性能発注、③維持
管理と更新の一体マネジメント、④プロフィッ
トシェアの４つの要件を満たすものが、管理・
更新一体マネジメント方式となります。
　令和６年度以降に交付金を要望するために
は、一定規模以上の水道整備においては、
PPP/PFI導入に関する「民間提案」を求め
ることが必須となりました。具体的には「提
案窓口を設置」、「事業見通しの公表」を実施
することが必要です。
　全国各地で開催している水道分野における
官民連携推進協議会では、水道事業者等と民
間事業者の意見交換等を実施しており、官民

連携の情報収集の場として活用していただき
たいと考えています。

（３）災害対応について
　近年、自然災害による水道の被害が発生して
います。厚生労働省は危機管理対策マニュアル
策定指針を策定しており、マニュアル未作成の
水道事業者においては、早急にマニュアル策定
に取り組んでいただくようお願いしています。
　令和５年５月26日に「災害時における国土
交通省による水道事業体等への応援ルールに
ついて（暫定版）」を策定しました。国土交
通省地方整備局等は建設機械として散水車

（給水装置付）を保有しており、災害時に国
土交通省による給水支援等を受けることが可
能です。

（４）令和５年度予算執行について
　水道施設整備費補助金等の概要について説
明しました。また、防災・減災、国土強靱化
のための３か年緊急対策に関する会計検査の
結果について説明しました。

４．第２回説明会概要
（１）令和６年度水道関連概算予算要求及び

組織定員要求
　国土交通省水管理・国土保全局下水道部か
ら令和６年度水道事業予算概算要求の概要に
ついて説明がなされました。なお、令和６年
度予算政府案は令和５年12月22日に閣議決定
されました。
　また、移管後における水道整備・管理行政
事務の役割分担（案）について説明がなされま
した。移管後は、国土交通本省に加え、地方整
備局等においても、新たに水道整備・管理行政
を担うことになるため、上下水道一体での災害
対応強化等に向けた体制整備がしっかりと図れ
るよう、検討を進めているとの説明がありました。
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（２）適切な資産管理
　改正水道法では、水道施設の維持・修繕、
水道施設台帳の作成、水道施設の計画的な更
新等に関する取組が規定されています。将来
にわたって安定的に水道事業等を経営するた
め、長期的な視野に立った計画的な資産管理

（アセットマネジメント）の実施をお願いします。
　また、令和５年３月に水道法施行規則の一
部を改正し、コンクリート構造物に適用され
ている点検頻度や、点検・修繕記録の保存等
の基準について、水管橋等に対しても適用す
るとともに、新技術を積極的に活用する観点
から、目視による点検だけではなく、目視と
同等以上の方法による点検も可能とすること
を明確化しました。水道事業者等におかれて
は、それぞれの実情に応じ、「水道施設の点
検を含む維持・修繕の実施に関するガイドラ
イン（令和５年３月改訂）」等を適宜参考に
しながら、引き続き、水道施設の適切な資産
管理に努めていただくよう依頼しました。

（３）その他
　第１回説明会後に参加者から提出された主
な質問・回答は以下のとおりです。

質問 回答
水道事業の認可手続きについ
て、現状、変更認可の要件に
該当しない場合は、計画目標
年度を過ぎても認可更新の手
続きは必要ありませんが、移
管後もその手続きの内容が変
更されることはないのでしょ
うか。国土交通省所管の下水
道事業計画は、計画期間が５
年から７年とされ、事業計画
の変更内容がない場合も期間
更新が必要となります。移管
後の水道事業認可の手続きが
下水道事業に準じて変更にな
るのかをご教示ください。

今回の移管に伴い、
変更認可の手続き
の内容が変更され
ることはありませ
ん。また、水道事
業認可の手続きが
下水道事業に準じ
て変更になること
もありません。

災害復旧事業における採択基
準額について、公共土木施設
災害復旧事業費国庫負担法に
合わせることになりますか？
それとも、現行の上水道施設
災害復旧費及び簡易水道施設
災害復旧費補助金交付要綱の
２（１）の規定が残りますか？

改正公共土木施設
災害復旧事業費国
庫負担法が令和６
年４月１日に施行さ
れるため、令和６
年度以降の災害に
係る災害復旧事業
については、負担
法が適用されます。
なお、令和５年度ま
での災害に係る災
害復旧事業につい
ては、現行の交付
要綱が適用されま
す。

移管に伴い、水道施設整備費
に係る歩掛表に関係する水道
事業実務必携（全国簡易水道
協議会発行）の今後の取扱い
等について、ご教示ください。

水道事業実務必携
の取扱いについて
は従前どおりの予
定です。

５．第３回説明会概要
（１）環境・エネルギー対策について
　気候変動対策は緩和策と適応策に分けら
れ、水道事業においても双方の取組を進めて
いくことが重要になります。特に、緩和策に
ついては、2050年カーボンニュートラルの実
現のため、地球温暖化対策計画において、水
道事業は2030年度に2013年度を基準として
21.6万tのCO2排出削減量の達成という目標を
掲げています。2020年度実績では、2013年度
比で排出削減量が0.2万t-CO2増加しており、
このままのペースでは2030年度目標の達成は
厳しい状況です。一層の取組の推進をお願い
しました。

（２）経済安全保障推進法（基幹インフラ制度）
について

　経済安全保障推進法は令和４年５月に成
立・公布され、水道は同法の基幹インフラと
して位置付けられました。これにより、水道
の重要設備が、我が国の外部から行われる役
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務の安定的な提供を妨害する行為の手段とし
て使用されることを防止するため、一定の規
模以上の水道事業体が、重要設備の導入・維
持管理等の委託を行う際、国が事前審査等を
行うこととなります。
　対象の重要設備（特定重要設備）として厚
生労働省令により浄水施設の中央の監視制御
システムが規定されました。また、対象の事
業者（特定社会基盤事業者）として、同省令
の基準に基づき、給水人口が100万人を超え
る水道事業者及び１日最大給水量が50万㎥を
超える水道用水供給事業者（計23者）が指定
されました。
　これら特定社会基盤事業者を対象に、一定
の経過措置期間の後、令和６年５月17日から
制度の運用が開始されます。

（３）これまでの説明会での質問に対する回答
　水道法施行令の新旧対照表の案（資格要件
の変更に関わる部分は省略）について説明を
しました。また、国土交通省下水道部から「水
道関係の届出受理等の移管後フロー」につい
て説明がなされました。
　主な質問・回答は以下のとおりです。

質問 回答
水道整備・管理行政の
移管に伴う水道法施行
令や水道法施行規則の
改正はいつ頃にされる
予定か。

水道法施行令や水道法
施行規則は、「生活衛生
等関係行政の機能強化
のための関係法律の整
備に関する法律」に関
連する他の施行令や施
行規則と併せて改正す
る予定であり、予算関
連の法令も含まれるた
め、令和６年度予算成
立後の改正を予定して
います。

水道法施行令や水道法
施行規則の新旧対照表
についても情報を共有
していただくことは可
能か。

水道法施行令は別紙の
新旧対照表のとおり改
正することを予定して
います。ただし、省庁
名の変更等以外の改正
となる資格要件の変更
に関わる施行令第５条、
第７条は省略していま
す。
水道法施行令の施行日
は令和６年４月１日を
予定していますが、資
格要件の変更に関わる
改正部分の施行期日は
令和７年４月１日を予
定しています。
水道法施行規則は今後
お示しできるようにな
りましたらお示しいた
します。

水道法施行規則の法令
番号（昭和32年厚生省
令第45号）はどう変わ
るか。また、水質基準
に関する省令の法令番
号（平成15年厚生労働
省令第101号）はどう変
わるか。

法令番号に変更はあり
ません。

※ 政令の内容は今後の審査の過程で変更になる可
能性があります。

６．おわりに
　厚生労働省では、４月の移管に向けて、本
説明会を継続的に実施してまいります。引き
続き、日本全国において安全な水道水が安定
的に供給されるとともに、水道の基盤強化が
さらに進むよう、皆様の一層のご理解とご協
力をお願い申し上げます。
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１．はじめに
　令和４年９月、新型コロナウイルス感染症
対策本部において、厚生労働省における平時
からの感染症対応能力を強化するため、「感
染症対策部」を設けることと合わせて、厚生
労働省の所管する水道行政を含む生活衛生関
係の組織について、一部業務の他府省庁への
移管を含めた所要の見直しを行うことが決定
されました。これを踏まえ、「生活衛生等関
係行政の機能強化のための関係法律の整備に
関する法律」（令和５年法律第36号）が令和
５年５月26日に公布され、令和６年度に厚生
労働省の所管する水道行政の国土交通省・環
境省への移管が決まりました。本稿では、法
律の概要や令和６年４月に向けた組織体制の
整備等の取組みの状況について紹介します。

２．法律の内容
　本法律は食品衛生行政及び水道行政をまと
めて「生活衛生等関係行政」とし、これらの
移管等により行政の「機能強化」を図ること
を目的としています。
　このうち、水道行政については以下の改正
が行われました。

（１）水道法等の改正
　水道行政のうち、水道に関する水質基準の
策定等の水質または衛生に関する事務につい
ては、厚生労働大臣から環境大臣に移管され
ることとなりました。また、水道行政のうち、
水道基盤の強化のための基本方針の策定、水
道事業等の認可・改善指示・報告徴収・立入
検査等の上記に掲げる事務以外の事務につい
て、社会資本の整合的な整備に関する知見等
の活用による水道の基盤の強化等の観点か
ら、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管さ
れることとなりました。加えて、水道行政に
ついては、これまでは全て厚生労働省の本省
が事務を行っていましたが、当該事務の一部
を国土交通省地方整備局長または北海道開発
局長に委任できることとされました。さらに、
今回の改正により、水道行政の所管が国土交
通省と環境省に分かれることになりますが、
行政の円滑な実施に向け、国土交通大臣及び
環境大臣は、水道に起因する衛生上の危害の
発生防止のため、相互の密接な連携の確保に
努めることとするとともに、両大臣は、省令
の制定等にあたり、互いに意見を聴くことと
されました。

国土交通省水道行政移管準備チーム
事務局長　岩渕　光生
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（２）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担
法及び社会資本整備重点計画法の改正

　今般、水道事業等における災害対応等の機
能強化を図るため、公共土木施設災害復旧事
業費国庫負担法に基づく国庫負担の対象とな
る施設に水道が追加されました。これにより、
水道についても河川、道路、下水道などと同
率の国庫負担がなされるようになり、また、
激甚災害に対処するための特別の財政援助等
に関する法律に基づく激甚災害の際の特別の
財政援助の対象にもなりました。
　加えて、社会資本整備重点計画法において、
水道についても、下水道等の国土交通分野の
各種インフラと相互に連携を図りながら、重
点的、効果的かつ効率的な整備等を促進し、
その機能強化を図るため、社会資本整備重点
計画の対象事業に追加されました。

３．水道行政の移管に向けた取組みにつ
いて

（１）移管に向けた準備
　本法案の成立を受け、水道行政の円滑な移
管のために、令和５年５月に国土交通本省に

「水道行政移管準備チーム」を、地方整備局
等に「水道行政移管準備室」を設置しました。
併せて、同チームに水道行政移管に関する、
各方面からの問い合わせ窓口を設置しまし
た。また、水道水質基準の策定等については
環境省が担うことになりますが、有機フッ素
化合物（PFAS）に関する問題をはじめ、二
省間の連携が円滑に行えるよう準備を進めて
います。加えて、厚生労働省が主催する水道
事業者等を対象とした「令和５年度水道行政
に関する説明会」に環境省とともに参加し、

本省・地方整備局等の業務分担や移管後の事
務手続等をはじめ、必要な情報提供を行うな
ど、移管に向けた対応を進めています。

（２）移管後の組織体制
　移管後の組織体制（政府案）について、国
土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合
研究所等に上下水道一体の体制を構築しま
す。国土交通省の有するインフラ整備・管理
に関する知見や地方整備局などの現場力・技
術力を活用し、災害対応や老朽化対策等にお
ける水道行政の機能強化を図るとともに、水
ビジネスの国際展開や、官民連携、技術開発
等の上下水道共通の課題に対して一体的かつ
効率的に取り組みます。
　具体的には、国土交通本省では、局長級の
上下水道審議官と、官房審議官（上下水道）
を新設し、上下水道審議官グループとして、
３課１官体制で水道、下水道行政を推進する
組織体制を構築します。地方整備局では、河
川部に上下水道調整官や水道係等を新設する
とともに、建政部が所管する下水道行政を河
川部に移管し、上下水道一体の組織体制を構
築します。国土技術政策総合研究所では、水
道研究室を新設し、水道に係る研究を新たに
実施します。

図－１　水道行政移管準備チーム設置式
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　（３）令和６年度水道事業予算の概要
　令和５年12月19日、2024年度予算案の編成
を巡り、鈴木俊一財務大臣と斉藤鉄夫国土交
通大臣による大臣折衝が行われ、「上下水道
一体効率化・基盤強化推進事業」の創設が認
められました。施設の老朽化、切迫する大地
震への対応などの課題を抱える上下水道につ
いて、その相乗効果を発揮するための上下水
道一体での効率化・基盤強化の取組みを推進
していくことが重要であり、その取組みを進
めるため、官民連携、新技術の活用等の取組
みへの支援を可能とする同事業を創設します。
　その他の新規事項として、土砂災害警戒区

域において土砂災害等により流出するリスク
が高い取水施設について、土砂災害防止のた
めの施設整備などに対する新たな補助メ
ニューを創設するほか、災害時の重要拠点と
して位置づけられている施設に配水する管路
の耐震化に対する補助制度について、簡易水
道事業も制度に追加します。
　また、老朽化や耐震化、経営基盤の強化な
どの課題解決に資する革新的技術の開発・実
装を推進するため、水道事業調査費を拡充し、
水 道 分 野 に お け る 革 新 的 技 術 実 証 事 業

【A-JUMP（Aquatic Judicious & Ultimate 
Model Projects）】を立ち上げ、国が主体と

図－２　水道行政移管後の国土交通省の体制
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なった革新的技術の実証等を行うことによ
り、各地方公共団体での導入を促進します。

（４）災害対応について
　国土交通省が水道行政を担うことにより、
災害時にはTEC-FORCEをはじめ、地方整備
局の持つ現場力・技術力を活用し、迅速な情
報収集や調整、応急給水の実施など、地方公
共団体を支援してまいります。また、水道事業
における災害対応能力強化のため、移管を待
つことなく、水道施設が被災した場合等にお
ける厚生労働省等の水道関係者との連携強化
を図っているところです。さらに、水道施設被
害が発生した際の国土交通省と厚生労働省を
はじめとする水道関係者の情報連絡や支援要
請の流れなどについてまとめた移管までの暫
定ルールを令和５年６月から運用しており、災
害時には適切に情報共有を図るとともに、国土
交通省による応急給水支援も行うなど、災害
対応能力の強化に向けて取り組んでいます。
　水道の災害対応について、給水支援などを

実施する日本水道協会との関
係が重要と考えています。こ
のため、国土交通省としても
日本水道協会の本部、支部双
方とのさらなる連携が重要と
考え、地方整備局等に設置し
た準備室が各地方の自治体の
みならず日本水道協会支部と
の関係構築を進めています。
引き続き、水道事業における
災害対応能力強化に向け、関
係者と連携して取り組んでま
いります。

４．最後に
　「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、
もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに
寄与すること」という水道法第一条に掲げる
目的を果たし続けるとともに、水道行政の機
能強化や上下水道一体のシナジー効果を発現
させていくという強い決意をもって準備を進
めているところです。そして、円滑な移管を
実現し、「国土交通省に水道行政を移管して
良かった」と言われるよう万全を期してまい
ります。

図－３　上下水道一体効率化・基盤強化推進事業の創設

図－４　暫定版の応援ルールに基づく給水支援（山口県美祢市）
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浸透圧発電の実用化へ

福岡地区水道企業団　海水淡水化センター
設備更新係長　大田　浩司

　福岡都市圏は、福岡県の北西部に位置して
いますが、博多湾及び玄界灘に注ぐ那珂川を
はじめとする数多くの河川は二級河川で、い
ずれも流域面積、流量ともに小さな河川であ
り、地理的に、都市化の進展や生活レベルの
向上に伴う水需要を満たすような河川に恵ま
れていません。
　その水源対策として、九州一の大河川であ
る筑後川からの取水に望みを託すことにな
り、昭和48年６月に福岡地区水道企業団が設
立されました。
　当企業団は、福岡都市圏の６市７町１企業
団１事務組合により構成される一部事務組合
で、構成団体へ水道用水を供給しています。

１　取組みの背景
　前述のように、福岡都市圏は地理的に水資
源に恵まれないため、遠く離れた筑後川から
の導水や海水淡水化施設（まみずピア）（写
真①）等の水源開発を行ってきました。
　これら福岡都市圏の特殊な水事情を背景に
開発された施設を運用するには、非常に多く
の電力を必要とします（写真②）。
　このため、当企業団では地球温暖化対策の
推進に関する法律に基づく、「福岡地区水道

企業団 地球温暖化対策実行計画」を策定し、
「安全で良質な水道用水の安定供給」という
使命を果たしながら、気候変動の原因となる
温室ガスの排出量削減に最大限取り組んでい
ます。温室効果ガスの排出削減目標は、国の

写真①　海水淡水化センター「まみずピア」

写真②　海水淡水化に使用する
高圧ポンプ（2,450kW ×５台）

日本最大の海水淡水化施設
生産水量は日量最大50,000㎥
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計画を踏まえ、2030年度までに2013年度比で
50％の削減としています。
　このような背景から、当企業団は再生可能
エネルギー等の導入に積極的に取り組んでい
るところであり、今回、新たなチャレンジと
して、まみずピアで「浸透圧発電」という新
技術の日本初の実用化が動き出したのです。

２　浸透圧発電とは
　浸透圧発電は、塩水と淡水の塩分濃度差を
利用した発電技術です。図－１に示すように
浸透膜を隔てて、塩水（濃縮海水）と淡水（下
水処理水）がそれぞれの流路を流れると浸透
圧により淡水が塩水側へ移動します。塩水側
では入口の水量よりも出口の水量が多くなる
ため、塩水側のエネルギーが増加します。こ
のエネルギーで発電するには水車発電機を用
います。水車発電機の発電量は、水量と圧力
の積で決まるため、塩水側水量が増加するほ
ど、発電量が増加します。

　浸透圧発電は、太陽光発電と比べ、日照時
間に関係なく、昼も夜も24時間稼働すること
ができます。また、雨などの天候の影響も受
けないため、年間を通して効率的、安定的な
発電が可能であることが強みとなります。
　浸透圧発電に必要な塩水には通常海水や海

水淡水化の副産物である濃縮海水、淡水には
下水処理水や河川水などがありますが、塩分
濃度差が大きいほど、浸透現象で移動する淡
水の量が増加するため、通常海水より２倍程
度の塩分濃度（７～８％）を持つ濃縮海水を
使用することで発電量が多くなります。一方、
淡水については、下水処理水は水質が安定し
ていることや水利権の課題がない点で河川水
よりも有用と考えられます。
　まずは濃縮海水で発電を実用化し、次の展
望においては、通常海水を使用する浸透圧発
電の実現によって、日本各地・世界のベース
ロード電源になる可能性があると考えていま
す。

　今回の取組みで実用化を目指す浸透圧発電
設備のフローを図－２に示します。ここでは、
濃縮海水量1.0に対して、下水処理水量0.9で
の水量バランスを示しています。塩分濃度
７％の濃縮海水を使用する場合、塩水側の圧
力は３ＭＰａが最適条件となり、浸透により
増加した水量0.7を水車発電機に送り発電しま
す。浸透圧発電で得られる正味電力は、水車
発電機から得られる発電電力から塩水及び淡
水の送水ポンプ等で消費される電力を差し引

図－１　浸透圧発電プロセスの概念

図－２　浸透圧発電設備のフロー
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いた電力になります。具体的な浸透圧発電プ
ロセスのエネルギー収支を図－３に示します。
　浸透圧発電を実用化するためには、発電に
必要な消費電力を抑制することで正味電力を
最大化することが重要です。正味電力を最大
化するために塩水側の加圧方法を工夫してお
り、海水淡水化の省エネ化にも利用されるエ
ネルギー回収装置を用います。高圧ポンプの
効率は最高でも90％程度に対して、エネル
ギー回収装置の変換効率は97％であるため、
効率的な運転が可能です。

３　これまでの研究
　当企業団では、まみずピアの建設段階にお
いて濃縮海水の有効利用に関する公募を行っ
た際に東京工業大学の谷岡名誉教授が浸透圧
発電を提案されたことがきっかけとなり、
2001年から協和機電工業（株）が同技術の研
究開発に取り組んできました。今回は、これ
までの長年の研究の積み重ねを踏まえた新技
術の実用化になります。
　同社は、大林組との共同（ＪＶ）でまみず

ピアの建設を行い、運用開始後は保守メンテ
ナンスを実施してきた企業でもあります。
　同社は、2009年にＮＥＤＯのイノベーショ
ン実用化開発費助成に採択され写真③の実証
プラントを建設し、2010年に内閣府「最先端
プログラム：Mega-ton Water System」のサ
ブテーマとして、１年間の運転性能評価を実
施しました。運転性能評価の結果をもとに下
水処理水を低コストで高度処理する方法の検
討と、発電用膜モジュールの改良に取り組ん
できました。

　2020年には各要素の研究開発を完了し、ス
ケールアップによる効率向上の検証が実用化
における研究課題となっています。

４　まみずピアでの実用化
　今回、海水淡水化センター「まみずピア」
で浸透圧発電の実用化にチャレンジします。
　これは、「海水淡水化の過程で濃縮海水が
副産物として得られる」ことと、現在、濃縮
海水は近接する下水処理施設の処理水と混合
し希釈して海洋放流しており、そのための管
路を利用することで「良質で大量の下水処理

図－３　浸透圧発電のエネルギー収支
出典：Hideyuki Sakai, et al. “Energy recovery by PRO in 
sea water desalination plant.” Desalination 389 （2016）: 
52 57.

写真③　実証プラント
（発電電力８kW、2009年建設）の遠景
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水（淡水）が安定して確保できる環境が整っ
ている」ことで実現しました。
　濃縮海水と下水処理水の塩分濃度差を利用
して発電する。これまで捨てていた２つの排
水（未利用資源）を活用して新たなエネルギー
を生み出す点が、本事業の大きなポイントと
なります。本事業では、年間発電量は88万
kWhを見込んでおり、令和６年度までに発
電施設を建設し、令和７年度からの運転開始
を目指しています。

５　取組みの意義
　この技術が福岡都市圏で実用化されるの
は、偶然ではなく必然と考えています。福岡
都市圏は、水資源に乏しく、過去に２度の大
渇水を経験しました。また遠く筑後川から福
岡都市圏の1/3の水を頂いています。それで
も水を確保するため、その自助努力として、
まみずピアが建設されました。水資源に乏し
いという「逆境のシンボル」である、このま
みずピアが福岡にあるからこそ、今回、その
環境を活かした、いわば「逆境を逆手に取っ
た挑戦」が生まれたわけです。福岡都市圏で、
このような挑戦ができることを、とても喜ば
しく、また誇りに思っています。

６　今後の展望
　今回、まみずピアの濃縮海水を利用して発
電を行います。濃縮海水は海水淡水化の過程
で発生するものであり、これだけ濃度が高い
塩水を準備できる施設は少なく拡張性は低い
と思われる方が多いでしょう。
　しかし、浸透圧発電の真のポテンシャルを

引き出すことができれば、世界中で利用でき
る、夢のエネルギーになると考えています。
というのも、今回は濃縮海水で発電を行いま
すが、将来は、通常の海水で発電できる可能
性があるからです。
　今はまだ研究段階ですが、通常海水を使っ
た発電を行う場合でも、基本となるシステム
は濃縮海水と同じであるため、技術的に実現
の可能性は高いと考えています。また既に、
本事業の共同実施者である協和機電工業（株）
において専用膜の開発が進められているとこ
ろであり、今回の濃縮海水における実用化を
１つのステップとして、今後、通常海水での
発電も加速化させたいと考えています。

７　おわりに
　当企業団は、令和５年６月に設立50周年、
11月に用水供給開始40周年を迎えました。
　福岡都市圏は、水道水の約３分の１を、筑
後川に依存しており、企業団職員として、今
後もより一層水源地への感謝の気持ちを持
ち、福岡都市圏の住民の皆様に「安全で良質
な水道用水を安定的に供給する」とともに、
気候変動や脱炭素という大きな課題にも、積
極的に取り組んでいきたいと考えています。
　今後とも皆様方のご指導、ご支援をよろし
くお願いします。

50周年ロゴマーク
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大阪市海老江下水処理場
改築更新事業

大阪市建設局
下水道部下水道課長　大野　敏仁

①取り組みまでの経緯
～はじめに～
　大阪市では、明治27年から近代下水道に着
手し、水質汚濁防止を目的とした施設の早期供
用開始の観点から合流式下水道を採用し、下
水道整備を進めて来ました。（図－１）その中
でも梅田を中心とした海老江処理区は、都市の
発展が目覚ましく市内で最も早くから下水道整
備に着手した地域の１つであり、昭和15年には
海老江下水処理場が通水しました。（写真－１）
昭和30年代には市域全域で下水道整備が進め
られ、昭和42年にはさらに都市化が進み、処理
人口の拡大に伴い、海老江下水処理場２系水
処理施設が通水し、昭和47年に市内12処理場
すべてが完成しました。その後は水洗化率（普
及率）向上の取り組みや大雨に対する浸水対策、
高度処理の取り組み等も併せて進めています。

～改築計画～
　海老江下水処理場は、市内で最も古い下水
処理場の１つで、供用開始から約80年経過し
ています。そのため施設の老朽化が激しく、
処理機能に影響を及ぼす恐れがあるため、改
築更新事業の計画を策定し、新しい水処理施
設の建設予定用地を取得しました。
　建設予定地と近接するマンション群は道路
を挟んで15ｍ程度しか離れておらず、地元か
らは建設工事への反対意見が多く、さらには下
水処理場を建設することで住環境への影響が
懸念されたことから、改築更新事業を始めるに
あたり地元説明会を何度も実施してきました。
また、建設予定地は工場跡地であったことから、
事前調査（土質の成分分析）を行い、対策と
して、その結果を踏まえた周辺環境に対する
影響や、土壌汚染土の処分方法等も、要求水
準（公募条件）に盛り込みました（図－２）。図－１　大阪市計画処理区域図

写真－１　
海老江下水処理場の通水を
報道した昭和15年の新聞記
事（大阪毎日新聞 昭和15年
４月11日付）
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～発注手法～
　本事業は、老朽化した１系水処理施設の改
築更新として、処理場南側敷地に確保した更
新用地に全体計画処理水量185,000㎥ /日（日
最大汚水量）の水処理施設のうち、Ⅰ期として
処理水量77,000㎥ /日の水処理施設（以下、「３
系水処理施設」という。）の整備を行うものです。
　本事業で整備する水処理施設は、大阪湾流
域別下水道整備総合計画等で定められる高度
な放流水質の遵守に加え、合流式下水道改善
対策として、雨天時における汚濁負荷量の削
減を下水道法施行令により令和５年度までに
実施する必要がありました。これらの、放流
水質・汚濁負荷量の削減及び法定年限を遵守
するため、「民間資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関する法律」（PFI法）

に基づき、設計・建設・性能評価検証・保全
管理をパッケージにしたDBM方式を採用す
ることとしました。（図－３、４）
　そうすることで、民間の技術力や創意工夫
を最大限活用し、コスト縮減や工期短縮を実現
できたことが本事業の特徴だと考えます。なお、
下水処理場の水処理施設という土木構造物も
含めた大規模な改築更新事業は、大阪市の中
で初めてであるとともに、PFI事業として水処
理施設を改築更新するのは日本初となります。

② 取り組み内容
～事業スケジュール～
　初回の入札公告（平成28年４月）では予定
価格超過により契約に至らなかったものの、
２度目の入札公告の末、平成29年９月に海老
江ウォーターリンク（株）（以下、「事業者」
という。）と事業契約を締結しました。

～環境への配慮～
　建設地は市街地に位置し、マンション群が
近接しているため、施設の建設にあたっては
周辺環境へ配慮する必要がありました。その
ため、３系水処理施設は臭気や騒音が漏れな
いように、水処理施設全体を建物で覆う構造
としています。（図－５）また、本事業用地は
土壌調査の結果、土壌汚染が確認されたため、
建設工事中に粉塵が飛散することがないよう、
建設工事前には防塵テントを設置（写真－２）
し、建設工事中はミスト噴霧等を行いました。
　他にも、工事中の粉塵や騒音、振動対策の
状況をリアルタイムに「見える化」するため
に工事敷地内にコミュニケーションルームを

設置し、周辺住民との対話（意
見箱設置）や工事スケジュール
などの情報共有を諮るよう配慮
しました。（写真－３、４）図－４　事業スキーム

図－３　発注手法

図－２　海老江下水処理場配置図
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～水処理方式～
　事業者からは、安定した水質確保、コスト
の最適化等を総合的に加味し、最適な水処理
方式を検討した結果、「膜分離活性汚泥法
（MBR）」と「嫌気無酸素好気法（A2O法）」
の２つの異なる処理方式を組み合わせた処理
方式（以下、「ハイブリッド方式」という。）
が提案されました。（図－６）処理方式の特

徴として、「MBR」系列で晴天時処理性能を
高め、「A2O法」系列で合流式下水道の改善
として、必要となる雨天時処理能力を確保す
るために、雨天時下水活性汚泥処理法（3W
処理法）を導入しています。（図－７）
　ハイブリッド方式では、晴天時でも雨天時で
も高水準な処理水質を確保するために、晴天時
と雨天時で「MBR」系列と「A2O法」系列の
処理水量比を変動（晴天時45：55、雨天時30：
70）させることとしています。また、本方式の
採用により、施設のコンパクト化が実現し、別
途整備を予定していた砂ろ過施設の縮減や雨
水滞水池の削減に資する提案となっています。

～実工程～
　契約後、SPCによる実施設計が令和元年７
月に完了し、その後、建設工事期間に移行し、
現在は総合試運転を実施しているところです。
（写真－５）なお、令和５年12月15日には事業
者主催により通水式を実施することができま
した。通水式には大阪市長（写真－６）を始め、
多くの来賓や国の関係者にも出席頂き、2023
ミス日本「水の天使」による司会のもと事業
紹介が行われる等盛大な式典となり（写真－
７）、その後参加者による現地視察も行われま

写真－４
リアルタイム情報

図－７　雨天時下水活性汚泥処理法（3W処理法）

図－６　ハイブリッド方式

写真－３
コミュニケーションルーム

写真－５　工事進捗状況
（令和５年12月時点）

写真－６
横山大阪市長の挨拶

写真－７　テープカットの様子

写真－２
土壌汚染対策（防塵テント）

図－５
二重覆蓋イメージ
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した。（写真－８）
　こうして海老
江下水処理場は
次世代型の下水
処理場として生
まれ変わりまし
た。

～事業のモニタリング手法～
　PFI事業においては、事業者によるセルフ
モニタリングが基本となるため、発注者（行
政）の関わり方が限定的になりますが、発注
者が業務状況を把握し、適切に管理・指導し
なければ、公共サービスの品質低下を招く可
能性があります。そこで、本市は発注者とし
て、年２回開催する「事業連絡協議会」にお
いてセルフモニタリングの結果報告を受け、
要求水準等の達成状況の確認を行うこととし
ています。さらには詳細条件の確認や施工状
況の確認等が必要な場合を想定し、年に４回
開催する「随時モニタリング会議」や毎月開
催する「連絡会議」を設置することで、職種
ごとの個別協議や現場立会等も実施していま
す。これらにより、本市は円滑な事業の管理
（品質管理や工程管理等）を行っています。

～性能評価検証～
　３系水処理施設はハイブリッド方式を採用
しており季節変動・時間変動・晴天時雨天時
の水量調整を行う必要があるため、適切な運
転手法を確立するために、令和６年４月の供
用開始から２年間の性能評価検証を行い、そ

の後令和22年７月末までは保全管理期間に移
行する予定です。（図－８）なお大阪市の下
水道施設の維持管理は、すべてをクリア
ウォーターOSAKA（株）へ包括委託（平成
29年度～）しているため、保全管理期間に移
行してからの維持管理業務はクリアウォー
ターOSAKA（株）が担うこととなります。

～場内整備～
　設計・建設期間終了後には、水処理施設の
上部利用施設と屋上へアプローチするための
車路を、本市により整備する予定としており、
周辺住民と協議を重ね、近隣施設（下水道科
学館や高見新家公園等）と調和した、下水道
を学ぶ場・賑わい空間の創出に資する施設を
検討しています。また、災害時に緊急車両を
避難させるためのスペースをも確保する予定
であり、防災機能についても考慮しながら、
検討を進めていきます。

③ 今後の展望
～未来へつなぐ～
　大阪市の下水処理場は、通水後50年以上経
過している施設がほとんどであるため、どの施
設でも老朽化が進んでいます。そのため、今
後改築更新が一斉に必要となることが予想さ
れるため、今回のように最適な改築更新計画や
発注手法を検討していきます。さらにその先に
は、処理場の統廃合・ダウンサイジング・カー
ボンニュートラル2050・DXの取り組み等によ
る効率化が求められるようになると考えていま
す。今後、AIによる処理場自動運転等、下水
道を取り巻く環境は大きく変貌していくこと
になると想定されますが、下水道業界のさら
なる発展と未来への継承といった使命を果
たすために、今後も時代のニーズに合った施
設整備に取り組んで参りたいと考えています。

写真－８　現地視察の様子

図－８　事業スケジュール
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今福浄水場ポンプ室
を支えた施設を訪ねて 91水

写真−３ 今福浄水場ポンプ室（現在）写真−２ 今福浄水場ポンプ室外観2（現在）

写真−１ 今福浄水場ポンプ室外観1（現在）

栃木県・足利市

水団連　第158号 シリーズ　水を支えた施設を訪ねて

はじめに
　足利市の水道の歴史は、大正時代中期まで
遡ります。当時の住民の方々は井戸水を飲用
しておりましたが、公衆衛生の観点から水道
の布設を熱望しておりました。
　このことを踏まえて、足利町（現在の足利
市）では、町務調査会規程の調査項目に水道
に関する件を加え、水源調査や水道布設計画
などの基本構想の下、給水人口55,000人、一
日最大給水量11,550㎥の計画を立案し、1928
年（昭和３年）10月に水道事業創設認可を得

ております。翌年５月には今福浄水場と緑町
配水場の建設、60,000mに及ぶ管路の布設に
着手し、1930年（昭和５年）12月に竣工をみ
て、1931年（昭和６年）４月に給水を開始し
たことにより本市の水道が始まります。

写真ー４ 今福浄水場（創設当時）
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水道施設と近代化遺産
　水道創設時に建設された本市水道施設の中
で最も歴史ある今福浄水場と緑町配水場は、
一体で稼働する施設であり、この施設を構成
する今福浄水場ポンプ室、緑町配水場水道山
記念館（旧事務室）、配水池、接合井、水道
計量室の５つの建造物は、近代化の歴史を物
語る建造物でもあることから、2006年（平成
18年）に国の登録有形文化財に登録されてお
ります。

　また、これらの建造物は、生活衛生を支え
都市づくりの基盤となった装飾性豊かな近代
化の様相を今に伝える歴史的文化遺産とし
て、2015年（平成27年）に土木学会選奨土木
遺産にも認定されております。

今福浄水場ポンプ室
　本市の近代化の歴史を語るうえで欠かすこ
とができない今福浄水場ポンプ室は、地上１
階・地下１階の鉄筋コンクリート造で、陸

ろく

屋
や

根
ね

、細石洗い出し仕上げ、開口部を広くとっ
た採光に配慮した造りで、外観の意匠は丸く
おさめた出

で

隅
すみ

やパラペット、アーチ窓は幾何
学的で、平面性や直線性を強調したゼツェッ
ション風の昭和初期建物の特徴が良く表現さ
れた建造物であります。

　今福浄水場ポンプ室は、水道施設のみなら
ず、近代化に貢献してきた建造物のため、毎
年、本市小学校の社会科学習の場として、多
くの児童の方々にご来訪頂いております。

本市水道事業の沿革
　給水開始以降、戦後の復興や1951年（昭和
26年）以降の相次ぐ町村合併による給水区域
の拡大や市民生活の向上など、水需要の増加
に応えるために、1952年（昭和27年）４月の
第１次から1992年（平成４年）２月の第６次
に亘る拡張事業において、浄水場や配水場の
新設、管網の整備を実施してきました。
　そして、1997年（平成９年）３月に本市唯
一の水道未普及地区の整備事業が竣工したこ
とから、現在は市全域が給水区域になってお
ります。

本市水道事業の今後
　本市水道事業を取り巻く環境は、収益の減
少と設備や管路の更新需要の増大で厳しさが
増しておりますが、引き続き、経営基盤強化
と財政マネジメントに注力し、持続可能な経
営の確保にしっかりと取り組んでいきます。
� （足利市上下水道部）

写真ー５ 緑町配水場

写真ー６ 今福浄水場ポンプ室（創設当時）



36

水団連　第158号 ビバ！マイカンパニー

管理本部総務部　
次長　星野　泰宏

ビバ
！

ビバ
！

マイカンパニー
第28回
「安部日鋼工業の社会・
地域貢献活動」

安部日鋼工業の技術

　当社は1949年に岐阜県岐阜市で創業し重量
高層ビルの移動工法を考案して全国的に街路
拡幅整備に寄与し会社の基盤を確立しまし
た。その後、プレストレストコンクリート工
法（特殊な鋼材等で圧力（プレストレス）を
与え高強度・高耐久性・高耐震性に優れたコ
ンクリートを使った工法）を導入し、設計施
工を中心に総合建設業として、その地歩を固
めてまいりました。とりわけ橋梁、上下水道
施設、鉄道軌道の建設分野ではその技術、実
績の面でより高い評価と信頼を得ています。

企業理念

　安部日鋼工業は、常に時代を先読みし、い
かなる環境においても、いかにして仕事に取
り組み、いかにして仕事をこなし、いかにし
て利益を生み出すかを常に考えて実行し、そ
して常に成長し、あらゆるステークホルダー
とともに幸せと喜びを分かち合える「魅力あ
ふれる企業」を目指しています。
　プレストレストコンクリート技術を中心
に、絶えず市場のニーズを先取りし、最先端
の技術とサービスを駆使して新しい価値の創
造と、安全、安心で高品質の建造物を提供し、

現在の岐阜本社
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第28回「安部日鋼工業の社会・地域貢献活動」

持続可能な社会基盤の構築に貢献することを
基本方針としています。

社会貢献

　現代の社会生活に不可欠な「水」は、誰も
が安全・安心に使用することが求められてい
ます。
　平時にはよりおいしい水を提供し、災害時
には給水拠点としての機能を備える配水池が
必要となります。当社は、プレストレストコ
ンクリート製配水池を開発し長年にわたり普
及に努めてまいりました。
　我が国は、阪神・淡路大震災、東日本大震
災を経験し、今後予想される東海・東南海・
南海地震、首都直下地震等に備える必要があ
ります。今、求められるのは強靱な配水池で
あり、緊急時における水の確保です。耐震性・
耐久性に優れたプレストレストコンクリート
製配水池は命を守る盾として必ず必要となり
ます。

　当社は、命を守る盾としてのプレストレス
トコンクリート製配水池を提供することで、
社会基盤の整備に貢献しています。
　その他、地域清掃ボランティアや長良川清
掃活動を通じて、ゴミを収集分別し、豊かで
活力ある地域社会や住みやすい環境の実現に
貢献しています。

地域清掃ボランティア

おわりに

　近年、多発する自然災害への対策が叫ばれ
る中、来たる社会インフラの大更新時代と相
まって、ますますライフラインの重要性が見
直されてきています。安部日鋼工業はこれま
でに積み上げてきた技術を活かして、これら
のインフラの耐震性の向上や長寿命化という
課題にも挑戦しており、顧客ニーズに即応し
た技術を提案し引き続き社会貢献を果たして
まいります。

プレストレストコンクリート製配水池
（垂坂配水池築造工事/三重県企業庁）
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水団連　第158号

江戸の原地形

　実は、現在の都心部を国土地理院ホーム
ページの地図（色別標高図）（図１）でみると、
天正18（1590）年に徳川家康が入国した
頃の江戸の地形がよくわかる。当時の地形を
特徴づけていた江戸前島や日比谷入江のほ
か、武蔵野台地に刻まれた谷地に桜田濠や牛
込濠などが造られていった様子も明瞭である。
　この江戸前島は、武蔵野台地（本郷台）の

　現在の東京は高層ビルの建築ラッシュである。大手町・丸の内・有楽町地区でも再開
発が目白押しで、東京駅の北東側（大手町二丁目常盤橋地区）や旧東京海上ビルディン
グの建て替えも始まった。都内ではタワークレーンが目に入らない場所はないほどだ。
　それゆえ、東京の原地形は大きく変わったように感じられるが、地図の見方しだいで、
江戸・東京の元々の姿がくっきりと浮かび上がってくる。

東端部が波によって平らに削り残された波蝕台
地で、江戸湾に半島状に突き出ていた。現在の
中央通り（銀座通り）の両側を中心に、大手町・
丸の内・有楽町・日本橋・京橋・銀座などの
範囲にあたる。日比谷入江は江戸城の建つ武
蔵野台地の東端部と江戸前島の間にあった湾
で、現在の皇居外苑・日比谷公園・内幸町・
新橋などにわたり、最奥部には現・神田川の原
形となった旧・平川が注いでいた（図２）。
　図１をみると、中央通りに沿った微高地（標
高３～４ｍ）が本郷台から新橋付近まで張り出
している。これが江戸前島の痕跡で、この微高

図１　地理院地図で見る江戸前島と日比谷入江の痕跡 図２　江戸前島と日比谷入江
出所：鈴木浩三（2016）

秋葉原駅

神田駅

京橋

日本橋大
手
町

丸
の
内 中

央
区

新
橋
駅

皇
居

本
郷
台

駿
河
台

旧溜池

千代田区

四ツ谷駅

外濠
（牛込濠）

１km

銀
座

中
央

通
り

桜田濠

江戸・東京水水物語
第４回

東京都水道局　中央支所長　鈴木　浩三

江戸の開発と“不都合な事実”



39

第４回　江戸の開発と“不都合な事実”

地と皇居や江戸城本丸の載る武蔵野台地との
間の低地部分が日比谷入江だった場所である。
　このように土地の高低などの地形を見るに
は国土地理院の地図の威力は群を抜いている。

天下普請が始まった江戸

　慶長５（1600）年、関ケ原の合戦に勝利
した家康は、慶長８（1603）年に征夷大将
軍となり、諸大名を江戸や直轄地の城郭建築
と市街地開発に動員し始めた。これが天下普
請で、戦時の軍役と同じ扱いとされ、費用や
役務は大名の負担となっていた。
　江戸市街の開発・整備も本格化した。江戸
初期の史料『慶長見聞集』が「江戸の町割の
始め」とする慶長８年には、日本橋が架橋さ
れ、この頃から日比谷入江の埋め立ても始まっ
た。中央通りの前身である通

とおり

町
ちょう

筋
すじ

も確定した。
　翌慶長９年６月、江戸城の最初の天下普請
が全大名に発せられ、８月には伊豆半島東岸
で伐り出す石垣用石材を運搬する石船３千艘
の建造と輸送が西国大名31家に命じられた。
　慶長11（1606）年になると、本丸と外郭工
事が西国大名など34家に、慶長12年には本丸・
天守工事が東北大名10家に命じられ、二

にの

丸
まる

、
三
さんの

丸
まる

（いずれも現・皇居東御苑）、西
にしの

丸
まる

・吹
ふき

上
あげ

（現・皇居とその周辺）、北
きたの

丸
まる

（現・北の丸公園）
の築城工事も行われた（図３）。平川の石垣整
備も進み、雉

き

子
じ

橋
ばし

門、一橋門、神田橋門など
の橋と城門も築造された。江戸での天下普請
は、これら工事を含め、万治３（1660）年の
駿河台開削による舟運路の確保まで続いた。

日比谷入江と築城工事

　江戸に船で到着した建築資材は、日比谷入
江で荷受けされ、工事現場に運ばれた。標高
の高い現場に重量物を運搬する場合は、日比
谷入江に注ぐ河川の谷筋にダムを築き、その
水面を利用して最上流部まで船や艀で運んで
陸揚げした。武蔵野台地に刻まれた谷地の奥
の部分から濠や石垣、城門が整備され、工事
が終わるとダムを締め切って濠にした。こう
した工法は日本古来の灌漑技術で、棚田の原
理と同じである。
　日比谷入江の埋め立ても進み、城下町建設
のための広大な用地を生み出した。最初の天
下普請から慶長19（1614）年の天下普請ま
での間に、後に西

にしの

丸
まる

下
した

や大名小路と呼ばれた
現在の皇居外苑や日比谷公園などの一帯が造
成された。まだ水面下ないしは葭

よし

原などの低
湿地を、屋敷地として諸大名に割り当てて宅
地を造成させたケースもあった。本丸や西丸
工事の残土、神田山を崩した土砂も使われた。
　ただし、埋立地に流れ込む表流水の排水と、

通

町
筋

東

　海

　道
主な道路

図３　江戸城築造と日比谷入江の埋め立て
出所：鈴木浩三（2016）

写真１　直線的な日比谷濠（手前）と馬場先濠
「ミッドタウン日比谷」９階より筆者撮影。
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鎌倉の円覚寺の荘園（領地）となっていた。
　家康を江戸に封じた秀吉も、家康には「円
覚寺の領地には手を付けるな！」と命じた。
しかし、各地に散在する円覚寺の領地が、鎌
倉付近にまとめられる形で、江戸前島は家康
の事実上の支配となった。これは儒教に基づ
く法治主義を原則としていた徳川政権にとっ
ては、江戸の発展が家康の不法行為の上に成
り立つという“不都合な事実”であり続けた。
　それゆえ、“地誌の時代”と呼ばれる江戸
時代において、江戸前島に関する記述はほと
んど見られない。強力な“忖度”、“情報統制”
が働いていた可能性も否定できない。
　寛永９年になって、ようやく江戸の都市図
が公刊された背景には、江戸の開発が進みに
進んで、江戸前島や日比谷入江の痕跡が見え
なくなったという事情が働いたのだろう（図４）。
　
参考文献
国土地理院ホームページ, https://maps.gsi.go.jp（2023.12.10閲覧、
地図→標高・土地の凸凹→自分で作る色別標高図の手順で作成）
鈴木浩三『地形で見る江戸・東京発展史』ちくま新書, 2022年.
鈴木浩三『江戸の都市力』ちくま新書, 2016年.
鈴木理生『江戸はこうして造られた』ちくま学芸文庫, 2000年.

築城工事に必要な資材運搬のため、入江に代
わる水路が必要となった。馬

ば

場
ば

先
さき

濠
ぼり

と日比谷
濠が直接的な形をしているのは、皇居側は日
比谷入江を直線的に埋め残し、丸の内側は江
戸前島の不定形な西岸を直線的に整形した名
残である（写真１）。外濠（現・外堀通り）も、
地盤が堅く、工事のしやすい江戸前島を尾根
筋に平行に開削したものである。

不都合な事実

　その後も、江戸前島や日比谷入江の開発は
進み、寛永９（1632）年になると『武

ぶ

州
しゅう

豊
と

嶋
しま

郡
ごおり

江
え

戸
ど

庄
しょう

図
ず

』（写真２）が刊行された。こ
れは最古の江戸の都市図で、その後も版を重
ねた。ところが、これ以前の江戸の都市図は
公刊されていない。そこには事情があった。
　天正18（1590）年の江戸入り直後から、
家康は江戸前島の開発に手を付けていた。日本
橋の架橋、通町筋の確定、日比谷入江の埋め
立てなどである。ところが、『円覚寺文書』に
よれば、江戸前島は正和４（1315）年の時点で、

日比谷入江 

江戸湾 

日本橋 

日比谷濠 

神田 

西丸下 

呉服橋 
常磐橋 

新橋 

京橋 

写真２　武州豊嶋郡江戸庄図（部分）
東京都立中央図書館蔵

図４　都心部になった日比谷入江
『武州豊嶋郡江戸庄図』では、日比谷
入江はすでに埋め立てられ、西丸下の
大名屋敷街が出現していたほか、江戸
前島の東側の埋め立ても進んでいた。
半島状だった江戸前島は跡形もなく
なっていた。
図４では、家康の江戸入り当時は海面
だった部分（濃いグレー）を写真２に
投影。

北
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キラリと光る！ 躍動する水団連会員

各地で活躍される水団連会員２社にスポットライトをあて、歴史、沿革、企業理念、
主要な製品・技術などを紹介します。

シリーズシリーズ

キラリキラリとと光光るる！ 躍動する水団連会員！ 躍動する水団連会員

株式会社日邦バルブ株式会社日邦バルブ
＝長野県松本市＝＝長野県松本市＝

○�創業140年　日本一の歴史を誇る老舗バ
ルブメーカー
　長野県松本市に本社を構える日邦バルブ
は、明治16年に初代中村弥門次が銅屋（あか
がねや）を創業し、製糸用カランを製造販売
したことに始まる。大正13年に松本市に近代
水道が敷設されるに伴い、水道用分水栓・止
水栓などの生産を開始。昭和40年に業界初の
日本水道協会検査工場となり、昭和42年には
本社工場を松本市笹賀の松本西南工業用地に
移転、全国で初めてボール式サドル分水栓を
開発・販売した。昭和58年には銅合金鋳造工
場で初の全自動無人注湯装置を導入するな
ど、先駆的な事業を行ってきた。令和５年11

月に創業140
年を迎える老
舗バルブメー
カーである
「日邦バルブ」
を当連合会の
宮﨑専務理事
が訪ねた。

○�140年間受け継がれるDNA
　長きにわたり給水装置用バルブの生産を手
掛ける同社は、常に開発提案型企業を目指し、
新製品開発に力を注ぎ特徴ある製品を製造し

てきたという。重野啓司社長は「素材から製
品までの一貫した自社生産体制により『より
良い製品を・より安く・よりタイムリーに』を
モットーに、即納体制を確立して、全国の水
道事業に供給してきました。」と語る。現在も
この理念のもと品質の確保、製品の性能、開
発を支えているのが、創業130年記念事業で建
設された技術実験棟松本テクニカルセンター

（MTC）であ
り、生産・供
給体制を支え
ている拠点
が、松本市と
苫小牧市の２
工場である。

○�技術力を発想力に展開
　平成７年、東京都水道局が集合住宅への増
圧直結給水方式を採用したことに伴い、不断
水で親メータを交換できる「メータバイパス
ユニット」を業界で初めて開発した。
　技術一筋40年、当時開発担当者であった重
野社長は「東京都水道局の要求に応えるべく
試行錯誤を繰り返し、私自身も東京都水道局
に実験結果を毎週持っていきました。当社の
方式が採用になったときは本当に嬉しかった
ことを覚えています。」と当時を振り返る。「し

重野社長（左）と宮﨑専務理事（右）

卓越技能者知事表彰を受けた「信州
の名工」による鋳物型製作

第 15 回
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株式会社日邦バルブ
株式会社明興テクノス

株式会社明興テクノス株式会社明興テクノス
＝鹿児島県鹿児島市＝＝鹿児島県鹿児島市＝

◇�「やってみる」チャレンジ精神は創業時から
　明興テクノスは、創業者の山ノ内青治氏が
昭和21年に農機具の販売・修理を手掛ける明
興電機商会を設立したことに始まる。高度経
済成長期とともに同社も一歩一歩事業を展開
し、水道施設における自動制御・計装工事に
も本格参入、昭和32年には自社製品第一号の
自動制御配電盤が誕生した。昭和37年に明興
電設に商号変更、さらに電気工事業、管工事・
機械器具設置工事・水道施設工事などにおけ
る許可を取得したことで他県においても大規
模工事を受注する下地が整ったという。

　「水道の分野に参入した当時は、システム
を学ぶために本屋
に入り浸って立ち
読みをし、プログ
ラミングの勉強を
していたという社
員の話を聞いたこ
ともあります。」
と山ノ内元治社長
は言う。この『ま
ずは何でも自前で
やる』というチャ

かし当時は建物内のバルブに対しては当社の
知名度は低く、何のメーカーだとよく設備屋
さんに言われましたよ（笑）。」
　この状況の打開を目指し、給水設備ユニッ
トの開発・営業にも重点を置き、現場の課題
を克服するために、これまでの技術を応用し
た各種メータユニットを開発し、東京豊洲市
場にもキャビネット型集合メータユニットが
設置された。
　さらに、災害時でも人々の生活に貢献する
ために、耐震基準のない給水装置についても

耐震性能強化型製
品「Xシリーズ」
を展開し、水道局
だけではなく、関
係する部署へ製品
実演などの講習会
を行っている。

○�社員の満足度が創り出す、お客様への信頼と実績
　同社は現在、労働安全衛生マネジメントシ
ステム（OSHMS）の導入や、女性活躍推進
法に基づく行動計画、健康経営の推進などを
取り入れ、誰もが健康で安全な働きやすい職
場環境を目指している。2022年に長野県が推
奨する「社員の子育て応援宣言」を行うなど、
時代が求める職場環境づくりに柔軟にも取り
組んでいる。重野社長は「きつい・汚い・危
険な職場では誰も働きませんし、生産性の向
上にも繋がりません。慣例や慣習にとらわれ
ず会社が率先して職場を改善することで、互
いに理解し合え、スキルアップできる環境に
なれば、社員の満足度が向上し優れた製品と
なって必ず会社に還元されると考えていま
す。そのうえでこれからもお客様が使ってく
れる当社独自の製品開発を積極的に提案して
いきます。」と今後の展望を示された。

第 16 回

開発部当時を振り返る重野社長

本社前にて山ノ内社長（左）
と宮﨑専務理事（右）
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キラリと光る！ 躍動する水団連会員

レンジ精神が同社発展の礎となっており、現
在でも盤改造からシステム構築までを自社で
行える高い技術力の素地となっている。

◇�お客様に喜んでいただけるアイディアを提
供し続ける
　昭和60年代にはいると、新たな自社製品の
開発や配電盤の一貫製造ライン構築を目指す
など、設計・施工に偏重しない同社の独自性
を色濃くしていった。その代表的な製品が、
自社製データロガーで、従来品の不具合を改
善し、技術力を総動員して改良が重ね作られ
た。また、平成２年には、鹿児島市七ツ島に
配電盤工場である明興テクノフロントを完成
させ、設計から検査ラインまでを集約した一
貫製造体制が確立された。その後、明興電設
から社名を現在の明興テクノスに商号変更し
た。創立60周年にあたる平成18年には現在の
基幹工場の一つである日置工場が完成。国内
や東南アジア諸国に向け年間1,000面以上の
配電盤を送り出している。
　「製缶塗装や高圧盤製作の作業は経験がな
く、かなり苦労したものの自社で全て行うとい
う信念のもと乗り越えてきました。現在も何で

もできるのが
当社の強みで、
半メーカー、
半工事会社の
特長が当社に
はあります。」
と山ノ内社長
は語る。

◇�課題解決のビジョンを共有
　山ノ内社長は「やはり技術の継承が今後の

課題として挙げられます。」として課題の解決
を目指している。社員育成を目的とした現場
作業の専門である「工務班」の新設もその一
つ。これは若手社員に現場で必要となる技術・
知識を身に付けさせるもので、仕事に対する
モチベーションや、現場での高い責任感の獲
得にもつながるという。「これまで十分に能力・
資質がありながら、なかなか積極的に仕事に
取り組めない若手社員がいたため、現在では
人員配置の配慮も含め働きやすい環境づくり
を目指しています。」と山ノ内社長は言う。
　また、昨年からは40歳代の部長職以下の全
社員で『明興未来会議』と題して、同社の強
みや弱み、将来について部門横断的に対話を

する機会を設けて
いる。これにより
コロナ禍以前より
も社内のコミュニ
ケーションが円滑
に進んでいるとい
う。

◇�常に研究して前進せよ
　「創業者は時間があれば工場を訪れ皆に声
をかけて回るなど、特に人との絆を大切にし
ていました。当社の社訓も当時の社員がみん
なで考えて作ったものだと聞いています。
　これまで幾度となく世界的な不況の波に翻
弄されましたが、その度に『社員とともに地道
にコツコツとやることが一番大事』という教え
を実感させられます。そして“常に研究して前
進せよ”という社訓のもと、時代のトレンドを
取り入れ、技術の転用・応用を研究し、国内
外を問わずより良い製品をお客様に提供して
いきます。」と力強く締めくくっていただいた。

今後の展望を語る山ノ内社長

日置工場にて中園工場長（左）
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2023東京水道展を開催

　令和５年10月18 ～ 20日の３日間開催された日
本水道協会令和５年度全国会議（第103回総会・
水道研究発表会）に併設して、東京都江東区のビッ
グサイト西展示会場において、水団連主催による
恒例の2023東京水道展を東京都、日本水道協会、
日本水道新聞社、水道産業新聞社の後援を得て開
催しました。
　初日の午前には、日本水道協会全国会議総会と
水道展の合同のオープニングセレモニーが国際会
議場で行われ、多数の関係者が集まるなか、小池
百合子東京都知事、濱地雅一厚生労働副大臣、船
橋利実総務大臣政務官、滝沢智東京大学教授及び
北尾裕一水団連会長によるテープカットが催され
開会を宣言、今年も出展会員各位のご理解を得て、

「基盤強化で構築する水道事業の確かな未来」を
テーマに150会員が最新の技術や製品のご出展を
いただきました。
　44年ぶりの東京開催の水道展となり、３日間で
延べ12,350人の来場者があり、これまでで最高を
記録し、開催期間中、会場内は賑わいを見せ、各
出展者ブースでは大きな展示効果を収めることが
でき、また参加者相互の交歓の場としても活用い
たしました。

第９回IWA-ASPIRE会議・展示会の参画

　令和５年10月22 ～ 26日に台湾の高雄市で開催
された第９回IWA（国際水協会）-ASPIRE（ア
ジア太平洋地域）会議に参画し、会議・展示会に
は、宮﨑専務理事が参加しました。（詳細は、本
文14頁）。

公明党　上水道・簡易水道整備促進 
議員懇話会に出席

　令和５年11月15日に参議院会館で開催された公
明党上水道・簡易水道整備促進議員懇話会に宮﨑
専務理事及び齋藤理事（日本原料社長）が出席し、
令和６年度政府予算への要望を説明するととも
に、日本原料がJICAを通じて取り組んでいるウ
クライナへの浄水装置の供与等の技術支援につい
て説明を行いました。

厚生労働大臣表彰の授与

　令和５年度の厚生労働大臣表彰（水道関係功労
者）の授与式が令和５年11月24日に行われ、水団
連より推薦しておりました春田満雄氏（前澤工業
㈱）及び池田和隆氏（㈱アンドオン）の２氏が出
席し、大坪寛子健康・生活衛生局長から表彰状が
授与されました。

令和６年新年名刺交換会、令和６年能登
半島地震被災地を支援する場等を開催

　日本水道協会、日本下水道協会、日本工業用水
協会、全国簡易水道協議会及び水団連の５団体共
催による新年名刺交換会等を令和６年能登半島地
震による被災者の救援等が行われていることを鑑
み、それぞれ、趣を変更して、令和６年１月９日

（東京）、11日（名古屋・大阪）に開催し、被災者
への哀悼、救助活動及び復興支援に向けての意見
交換の場としました。
　（東京）日比谷・東京會舘において午後３時よ
り開催し、会場には救援活動に多忙な中、武見敬

■ 水 ■ 団 ■ 連 ■ だ ■ よ ■ り ■
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三厚生労働大臣、盛山正仁文部科学大臣を始め、
国会議員のほか、関係各省、事業体や産業界関係
者など約870名が出席し、黙祷の後、５団体を代
表して北尾裕一水団連会長が挨拶にたち、武見大
臣からは、地震対策への協力、支援への感謝と今
後の更なる支援の協力を依頼する挨拶がありまし
た。
　（名古屋）上記５団体のほか全国上下水道コン
サルタント協会中部支部、中部ウォータークラブ
が共催の中部会場は、名古屋市の名鉄グランドホ
テルにおいて午前11時から関係者約440名が出席
して「令和６年能登半島地震被災地を支援する場」
として開催し、参加者相互の交流と被災地支援を
考える意見交換の場として開催しました。名古屋
市上下水道局から被災地支援状況についての情報
提供がありました。
　（大阪）上記５団体のほか関西ウォータークラ
ブが共催の大阪会場は、大阪市のシティプラザ大
阪において午後３時から関係者約460名が出席し
て開催され、被災地支援について意見交換を行い
ました。

会議開催状況

第162回機関誌編集小委員会　5.11.16
　新年号（158号）編集方針
第174回広報宣伝委員会　5.12.6
　１． 東京水道展について
　２． 神戸水道展について
　３． 地方支部総会等でのミニ水道展について
　４． その他
正副会長会社窓口担当者会議　5.12.14
　１． 令和６年の水団連の予定
　２． 令和６年度の関係団体の予定
　３． 令和５年度厚生労働大臣表彰
　４． 東京水道展開催結果概要
　５． 神戸水道展開催概要
　６． その他

会員の現在数（令和６年１月１日現在）

　団体会員 35
　会社会員 212 
　合　　計 247
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編 集 後 記

機関誌  水　団　連

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　また令和６年能登半島地震により被災された

皆様には心よりお見舞い申し上げます。

　元旦16時10分頃に発生した今回の震災は最大

震度７を記録し、北陸地方や新潟県など広い地

域に甚大な被害をもたらしました。現在、事業

体や関係省庁及び団体・企業により迅速な支援・

復興作業が進められており、本連合会といたし

ましても会員各社・団体と共に支援・復興のた

め取り組んでいく所存です。

　今号の巻頭言は、公益社団法人日本下水道協

会の大西一史会長に「官民の下水道事業支援に

向けた（公社）日本下水道協会の取り組み」を

テーマにご寄稿頂いております。またトピック

スでは厚生労働省健康・生活衛生局水道課と国

土交通省水道行政移管準備チームの両担当に、

いよいよ今年４月に控えた水道行政移管につい

てご執筆頂いております。両稿で記載があった

通り災害復旧については令和５年５月に「災害

時における国土交通省による水道事業体等への

応援ルールについて（暫定版）」が策定、６月

より運用がされており、両省連携のもと地方整

備局が所有する給水機能付散水車の派遣などの

支援が此度の震災でも行われております。

　また年男の年頭抱負、新年随想では業界関係

者の皆様に新年度を迎えるにあたり抱負などを

ご執筆頂いております。なお、本号掲載記事に

つきましては、地震発生前にご執筆頂いたもの

であることをご承知願います。

　本連合会といたしましては昨年10月に東京水

道展を開催することができ、史上最大となる約

12,350名の方に来場頂きました。関係各位のご

指導、ご支援ならびにご出展各位のご協力に対

し深く御礼を申し上げます。また、水道展や水

道研究発表会で集約された水道技術や水道資機

材等が、今こそ被災地の一日も早い復興の一助

となる事を願っております。

� （専務理事　宮﨑　正信）

　　　　No.158（新年号）
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